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第２編

就学に関する事前の相談・支援，就学先決定，就学先変更のモデルプロセス 

 

第１章 就学先決定等の仕組みに関する基本的な考え方 

第１編でも述べたとおり，平成 25年９月の学校教育法施行令の改正により，就学先とな

る学校や学びの場の判断・決定に当たっては，障害のある子供の障害の状態のみに着目して

画一的に検討を行うのではなく，子供一人一人の教育的ニーズ，学校や地域の状況，保護者

や専門家の意見等を総合的に勘案して，個別に判断・決定する仕組みへと改められた。特に，

その際，子供一人一人の障害の状態等を把握して教育的ニーズを明確にし，具体的にどのよ

うな支援の内容が必要とされるかということを整理することがまずは重要である。そして，

自立と社会参加を見据えて，その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供でき

る就学先となる学校や学びの場について，教育支援委員会等において検討を行うとともに，

市区町村教育委員会が総合的な判断を行い，本人及び保護者，教育委員会及び学校との合意

形成を進めた上で，最終的には市区町村教育委員会が決定することとなる。こうした一連の

プロセスとそれを構成する一つ一つの取組の趣旨を，就学に関わる者全てが十分に理解す

ることがとりわけ重要であり，基本である。 

そこで本編では，障害のある子供の就学先決定等の一連のプロセスに沿って，就学に関わ

る関係者の全てが，どのような心構えや手続きで判断・決定していくか，その基本的な考え

方について述べる。 

  

第２章 就学に向けた様々な事前の準備を支援するための活動 

１ 就学に関する事前の相談・支援とは 

（１）就学に関する事前の相談・支援の目的と内容 

法令に基づいて本格的な就学手続が開始される以前の適切な時期に，就学に関す

る説明や相談，学校見学，体験入学など，本人及び保護者を対象とした就学に向けた

様々な事前の準備を支援する活動を，早期の段階から時間的余裕をもって，計画的に

実施していくことが，その後の就学に関する手続きについて十分理解を深め，適切で

円滑な就学先の決定を行う上で，極めて重要である。 

なお，市区町村教育委員会が行う就学に関する事前の相談・支援には，次のような

機会が含まれる。 

・就学に関する啓発資料の配布等を通じた情報提供 

・就学説明会の実施 

・就学に関する事前の教育相談，学校見学，体験入学などの実施 

これらの機会を通じて，本人及び保護者が，就学に関する事前の相談・支援の流れ
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や今後の予定などについて具体的なイメージをもてるようにすることのほかに，早

い段階から教育委員会や学校が本人及び保護者と積極的なコミュニケーションを図

ることで，双方の信頼関係を構築していくことが必要である。 

 

（２）就学に関する事前の相談・支援の実施に当たっての留意点 

就学に関する事前の相談・支援の実施に当たっては，以下の点に特に留意すべきで

ある。 

① 就学に関する事前の相談・支援として，様々な活動が早い時期から用意され，

提供されることを，本人及び保護者に対して事前に周知すること。 

② 就学先となる学校や学びの場の検討に当たっては，子供一人一人の教育的ニ

ーズが最も重要であることについて，保護者の理解が深まるよう，丁寧な説明を

心がけ，子供の健康，学習，発達，成長という観点を最優先する立場で話合いに

臨むことができるようにすること 

③ 一連の就学先となる学校や学びの場の検討のプロセスにおいて，本人及び保

護者の意向は可能な限り尊重されることを伝え，保護者が安心して相談に臨む

ことができるようにすること。 

④ 本人や保護者が，正確な情報を得て理解した上で就学に関する事前の相談・支

援の活動に臨むことができるよう，適時・適切な情報提供，きめ細かい配慮と工

夫に努めること。具体的には，例えば，次のようなことを保護者に分かりやすく

説明すること。 

・就学が予想される学校の教育目標や多様な学びの場の目的 

・対象となる子供が学校生活を送る上で課題になりそうな内容 

・支援体制を含む基礎的環境整備の状況とそれに基づく教育上の合理的配慮

を含む必要な支援の内容に関する状況（合理的配慮の提供に関する合意形

成までの手続きも含む） 

・多様な学びの場の活用による成長事例  

⑤ 本人及び保護者に対し，適切なタイミングで本編第３章以降のプロセスにつ

いても理解を促すこと。 

⑥ 就学先となる学校や学びの場は固定的なものではなく，実際の就学先決定後

も障害の状態等を踏まえ，転学や学びの場の変更が可能であり，柔軟なものであ

ることを分かりやすく伝えること。   

なお，⑤に関して，今後行われる就学先となる学校や学びの場についての意見聴取

の際には，本人及び保護者が正確な情報を得て理解した上で意向を表明できるこ

とが特に重要であり，その意味で就学に関する事前の相談・支援で保護者との関係

を構築し，保護者との共通理解を図ることが大切である。 

そのほか，⑥に関して，実際の就学先決定後に柔軟に転学や学びの場の変更ができ
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ることについては，学校現場においても「一度決めた就学先や学びの場は変えること

ができない」と誤解されていることがある。このようなことが保護者の学校への信頼

を失わせることもあることを踏まえ，都道府県教育委員会及び市区町村教育委員会

は，域内の小中学校等や特別支援学校の教職員に対して，障害の状態等を踏まえ，柔

軟に転学や学びの場の変更ができることについて周知を図り，理解を促すことが重

要である。  

  

２ 就学に関する事前の相談・支援として行われる様々な活動 

（１）啓発資料の作成と活用 

学校の設置者である教育委員会は，障害のある子供のために，どのような就学先と

なる学校や学びの場が用意されているのか，就学までにはどのようなことをしなけ

ればならないのか，子供の教育について相談したいときにはどうしたらよいのかな

ど，保護者が初めに知りたい情報をパンフレットなどに分かりやすく整理し，理解・

啓発に努めることが必要である。 

その際，保護者が，就学について関心をもったときや不安を感じたとき，必要な情

報に手軽にアクセスできることが必要であり，情報提供の方法としては，教育委員会

や学校のホームページの活用など，様々に考えられる。また，こういったパンフレッ

ト等を保護者が手に取りやすいように，認定こども園・幼稚園・保育所等に配布する

ことも有用である。こういった資料においては，具体的に，詳しい情報へのアクセス

方法や相談するための連絡先を周知することも必要である。 

なお，保護者が，障害のある子供のための就学に関する理解を深めるために，学校

やそれぞれの学びの場の教育活動の様子を映像で紹介することは有効な手立ての一

つである。本人及び保護者を含め，家族が一緒に映像を視聴することにより，家族全

員の就学に対する理解・啓発が促されることも期待される。 

そこで，教育委員会は，分かりやすい就学に関する啓発資料の作成と情報発信の工

夫に努める必要がある。 

 

（２）就学説明会の実施 

就学時期を迎える前に就学説明会を実施し，保護者等に，就学について考えるきっ

かけを提供することは大切である。具体的には，次のような就学説明会のケースが考

えられる。 

・市区町村教育委員会や学校が，就学予定者の保護者を対象に実施する場合 

・認定こども園・幼稚園・保育所等が市区町村教育委員会と連携し，園・所内の

保護者を対象に実施する場合 

・市区町村教育委員会が，認定こども園・幼稚園・保育所等を対象に実施する場 

 合 
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市区町村教育委員会は，認定こども園・幼稚園・保育所等への就学説明会の実施を

通じて，今後行われる様々な就学に関する事前の相談・支援の活動を紹介し，今後の

活動に対して，本人及び保護者の積極的な参画を促していくことが重要である。情報

提供に当たっては，本人及び保護者の関心が特に高い今後の就学の流れ，学校やそこ

での学びの場の紹介，教育相談の窓口等の説明を含むことが重要である。特に，相談

窓口となる教育委員会の担当者を明らかにすることで，本人及び保護者との日常的

なコミュニケーションを図ることが可能になる。 

また，就学説明会においては，教育委員会や学校から情報提供をするだけではなく，

様々な教育相談に個別に応じる場を設け，保護者の疑問に答えたり，悩みを聞いたり

するとともに，継続的なコミュニケーションを図ることにより，今後の円滑な就学先

の検討に資することができる。 

  

（３）障害のある子供の早期発見と早期支援 

障害のある子供の情報を把握するために，早期からの支援を行っている機関と連

携を図ることが重要である。具体的には，市区町村教育委員会が，認定こども園・幼

稚園・保育所，児童発達支援センター，障害児通所支援事業所，障害児入所施設，就

学前の支援機関，その他の医療や福祉，保健の関係機関など，早期からの教育・支援

を行っている機関と連携し，次のような取組を行うことによって，相談の対象となる

子供の把握が円滑にできるようになると考えられる。 

・早期からの教育・支援を行っている機関への就学に関する情報の提供 

・早期からの教育・支援を行っている機関を通した，本人及び保護者への教育相

談に関する情報の提供（就学に関するパンフレットの配布，教育相談の案内等

の配付） 

・早期からの教育・支援を行っている機関を通した，本人及び保護者への特別な

支援に関する研修の機会の提供 

・早期からの教育・支援を行っている機関における個別の支援計画の作成への参

画 

・早期からの教育・支援を行っている機関におけるケース会議への参加 

・教育委員会や学校等が行う教育相談や支援（教育センターの相談等）の提供 

なお，保健所，福祉事務所，児童相談所，児童福祉施設，発達障害者支援センター

等の担当者自身も障害のある子供の就学や教育に関する相談に応じることが考えら

れるため，そこでの相談が，その先の支援につながるように，日ごろから教育委員会

は関係機関や学校と連携した相談・支援のネットワークを構築しておくことが必要

である。特に，認定こども園・幼稚園・保育所等の就学前の関係機関に関わっていな

い子供や，現段階では早期からの支援の対象となっていない子供も存在することを

踏まえ，市区町村教育委員会は，障害のある子供やその保護者に関与する機会のある



19 

 

地域の保健や医療，福祉におけるネットワークを通じて情報の把握に努める必要が

ある。その際，市区町村に設置されている特別支援連携協議会等を有効に活用し，障

害のある子供の情報を共有する体制作りとともに，関係機関にも，障害のある子供の

就学に関する考え方などについて理解を深めてもらうことが重要である。 

   

（４）早期からの就学に関する事前の教育相談（本人及び保護者面談を含む） 

① 早期からの就学に関する事前の教育相談に求められる役割  

  就学に関する事前の教育相談は，できる限り早期から行っていくことが重要

である。就学に関する事前の教育相談に求められる役割には，本人及び保護者の

障害等への理解に関すること，保護者が障害のある子供との関わり方を学ぶこ

とで良好な親子関係の形成に関すること，乳幼児期の発達を促すような関わり

方に関すること，障害による学習上又は生活上の困難を改善するための本人及

び保護者の関わり方に関すること，学校における特別支援教育についての情報

提供に関することなどの支援が考えられる。 

     

    ② 早期からの就学に関する事前の教育相談の機会 

本人及び保護者に対する就学に関する事前の教育相談の機会には，次のよう

なケースが考えられる。 

・市区町村教育委員会や教育センター等で常設されているケース 

・就学に関する説明会・研修会や健康診断（３歳児健康診査，５歳児健康診

査，就学時健康診断等）の機会に設けられるケース 

・市区町村教育委員会の就学担当者が，障害のある子供が通園・通所する認

定こども園・幼稚園・保育所等を訪問し，対象となる子供の様子を観察し

たり，必要に応じて保護者面談をしたりするケース 

・本人及び保護者が，就学を希望する学校を訪問し，いくつかの学びの場の

授業を見学したり体験入学をしたりする中で，対象となる子供の様子を

観察したり，必要に応じて学校の管理職等と保護者面談をしたりするケ

ース 

就学に関する事前の教育相談においては，本人及び保護者の疑問に答えたり，

悩みを聞いたりするとともに，「子供の可能性を最大限に伸長できる教育の場に

関する正確な情報」を理解してもらうことが特に重要である。このため，教育

相談の初期段階においては，相談担当者は，本人及び保護者に対し，その子供

にとって「今，どのような学びが必要であるか」が認識できるように，対象とな

る子供の教育的ニーズを整理するために必要な観点等（※教育的ニーズの考え

方については，第１編（１の（２））及び第２編（第３章の５（１）），第３編（Ⅰ

～Ⅹの１（２））を参照のこと。）を十分に理解して対応することが必要になる。 
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③ 早期からの就学に関する事前の教育相談における留意事項 

就学に関する事前の教育相談を進めるに当たっては，多くの保護者は我が子

の障害にとまどいを感じ，不安を抱いている時期でもあることから，保護者の気

持ちを十分にくみ取り，方向を指し示すというよりも，保護者の伴走者として対

応し，子供の将来について話し合うといった教育相談を行うことが大切である。 

その上で，様々な情報を，保護者が理解しやすい表現で示し，また，特別な教

育的対応の必要性について保護者が判断できるような情報を提供していくこと

が必要である。さらに，子供のできることや発達が進んでいる側面を具体的に示

し，今後の目標や課題を明確にしていくことが大切である。 

一方で，保護者が，子供の成長や教育の成果を急ぎ求めすぎて，子供の心身の

発達の段階，更には本人の意欲や学習負担などとは無関係に，一度に全ての教育

や支援を実施する必要があると誤解し，その時点では到達が困難な目標を掲げ

た結果，失望したり，悩んだりしていることもある。そこで，就学に関する事前

の教育相談においては，教育委員会等が用意している個別の教育支援計画など

を活用するなどして，子供一人一人の教育的ニーズを整理し，短期的な目標，長

期的な目標を明確にしていきながら，家庭や学校等で取り組む内容の優先順位

を保護者と共有していくとともに，子供の成長を確かめ合い，共に喜べるような

関わりを工夫し継続することが重要である。 

こうした取組の工夫により，就学担当者が保護者との信頼関係を構築し，保護

者の就学に対する主体性を引き出すことが特に大切である。 

 

解説            保護者との面談について 

 

 保護者との面談は，相談担当者と保護者が就学について直接かつ詳細な意見交換を行

う場であり，就学先決定等の一連のプロセスを円滑に進める上で重要な役割を有してい

る。 

ア 面談の内容 

面談では，子供の発達や障害の状態等，生育歴や家庭環境，これまでの療育や教育

の状況，教育の内容や方法に関する保護者の意向，就学先となる学校や学びの場につ

いて保護者が希望することなどを聴く。その際，早期からの支援を通して「個別の支

援計画」や「個別の教育支援計画」等が作成されている場合には，それらを十分に活

用し，生育歴や家庭環境等の情報を不必要に繰り返し尋ねることなどがないよう，十

分に留意する必要がある。 

なお，面談の前に，保護者に対して，あらかじめ，就学に関する幅広い情報が提供

され，保護者が就学に関する事前の相談・支援，就学先決定，就学先変更の仕組みや
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手順について理解していることが重要である。仮にこうした情報提供が行われてい

ない場合には，速やかに実施する必要がある。 

その上で，相談担当者が，保護者に特別支援教育の仕組みや地域の特別支援教育の

実施状況，学校や学びの場の特徴などについて具体的に説明するとともに，今後の保

護者面談の進め方について保護者の意向を聞き，連絡方法等を確認する必要がある。 

イ 面談に当たっての留意事項 

面談を実施するに当たっては，以下の事項に留意する必要がある。 

・保護者が心を開いて話せる雰囲気をつくるために，静かでくつろげる環境設定

に配慮すること 

・保護者の抱えている悩みを受け止めるという共感的理解に努め，相互の信頼関

係を築くこと 

・相談が単なる質問や調査に終わることのないよう留意し，保護者の教育に対す

る意向等に十分耳を傾けること 

・保護者がうまく関わっている点を伝えるなどして不安を和らげるような対応を

心掛けること 

・保護者のもつ情報が少なかったり，偏っていたりする場合には，適切な情報を   

 提供すること 

・面談担当者には個人情報に関する守秘義務があることを保護者に伝えておくこ 

 と 

   なお，就学に係る事務に初めて関わったり，教育行政に初めて携わったりする職員

が対応する場合は，保護者との関わりに経験を有する他の職員や学校関係者の協力

を得ながら，保護者との円滑な関係構築に努めることが重要である。 

   

（５）対象となる子供の行動等の観察 

教育相談や学校見学，体験入学の際に，障害のある子供一人一人の教育的ニーズ

（※教育的ニーズの考え方については，第１編（１の（２））及び第２編（第３章

の５（１）），第３編（Ⅰ～Ⅹの１（２））を参照のこと。）を整理し，必要な支援の

内容を検討する上で，実際の子供の活動場面の行動等を観察することは欠かせな

い。 

この場合においては，市区町村教育委員会の相談担当者のほか，就学先として想

定される教育機関で行う教育をよく知る者（新小学１年生の場合には，小学校や特

別支援学校小学部の担当者，又は特別支援教育コーディネーター）が，その子供の

実際の活動場面を観察して障害の状態等を把握するとともに，成長・発達のために

必要な指導すべき課題等から教育的ニーズを考察することなどが大切である。 

活動場面の行動等を観察する方法としては，巡回相談や特別支援学校のセンタ

ー的機能による地域支援などに併せて行う方法や，子供が通園・通所・通学する認
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定こども園・幼稚園・保育所，小学校や，児童発達支援センター等の就学前の支援

機関，放課後等デイサービス等の放課後支援機関等に観察する相談担当者が出向

く方法などを工夫して行うことが望まれるが，その際には，以下の点に留意する必

要がある。 

    

① 子供との直接的な関わりを大切にする 

離れた位置から静的に観察するよりも，子供との直接的な関わりや働き掛けを

通じて行う方が有効な情報を多く得られる場合もある。さらに，子供と関わってい

る様子を保護者に見学してもらうことで，保護者自身が子供のことについて理解

を深めることができる場合が多い。なお，子供によっては，直接的な関わりによっ

て，緊張してしまう場合があることにも留意する。 

 

② 子供の可能性を探る視点をもつ 

できる・できないの観点から行うのではなく，どのような教育環境や支援の内容

があれば可能なのかなど，子供の成長・発達の可能性を探る視点をもって行うこと

が大切である。 

 

③ 複数の視点から観察する 

可能であれば関係者が複数で観察を行い，教育的ニーズを整理するために必要

な三つの観点（①障害の状態等，②特別な指導内容，③教育上の合理的配慮を含む

必要な支援の内容）に対し，それぞれの角度から行動等を把握して客観的に評価す

る必要がある。観察者が一人の場合は，子供のとった行動等について，普段の様子

も踏まえながら，保護者や認定こども園・幼稚園・保育所等の関係者からの所見を

聞くなどして客観的な評価に努めていく必要がある。 

 

④ 事前の情報収集を大切にする 

保護者面談等を通じて，子供の成長や発達面で気になる点や，子供が興味や関心

をもって取り組むことができること，本人及び保護者の願いなどを聞いておくこ

とが大切である。その情報を基にしながら，実際に観察することで，教育的ニーズ

や必要な支援の内容に関する有効な情報が得られる場合もある。 

     また，対象となる子供に関する情報の収集については，子供の活動場面の行動等

を観察するほか，子供がこれまで通園・通所・通学していた認定こども園・幼稚園・

保育所や小学校，児童発達支援センター等の就学前支援機関，放課後等デイサービ

ス等の放課後支援機関等から，保育・教育の内容や方法，特別な支援の内容や方法

等について情報収集する方法もある。仮に，上記の機関で，既に個別の教育支援計

画や，障害児相談支援事業所で作成されている障害児支援利用計画や障害児通所
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支援事業所等で作成されている個別支援計画等が作成されている場合には，その

活用方法について関係機関と事前に協議しておくことが必要である。その際，本人

及び保護者に対し，その趣旨や目的を十分に説明し，同意を得ることに留意するこ

とが重要である。 

   

（６） 学校見学や体験入学の実施 

① 学校見学 

保護者が，就学先となる学校や学びの場に関する情報を得るために学校見学を

行う場合には，単なる学校施設の見学に終始しないように配慮する必要がある。特

に，学校が見学者であるその子供を大切に考え，本人及び保護者を温かい雰囲気で

迎えることが，その後の就学先の決定に大きく影響を与える場合が少なくない。し

たがって，学校を案内する場合には，特に保護者の学校教育に対する期待を十分に

理解し，見学場面における学習のねらいや次にどのような学習内容に発展してい

くのか，また，個に応じた指導の在り方や教育上の合理的配慮などについても，具

体的に分かりやすく説明することが大切である。 

また，子供が就学する場合には，学校における多様な学びの場において，どのよ

うな適切な指導や必要な支援を受けることができるのか，さらに，多様な学びの場

を活用した成長事例が分かりやすい形で情報提供されることも重要である。特に，

小中学校等への就学を考える際には，通常の学級，通級による指導，特別支援学級

などの多様な学びの場があることについて，保護者が自然に理解を深められるよ

う，留意していくことが重要である。その際，見学先の学校に通級指導教室は開設

されていないが，他校通級や巡回による通級指導を導入している場合は，他校の通

級指導担当教師に参画してもらい説明を行うなど，保護者が具体的なイメージを

もちやすいよう，活動内容の設定に特段の工夫が必要である。 

なお，学校見学の実施に当たっては，いくつかの就学先となり得る学校や学びの

場の見学の機会を設けることで，保護者が，子供の就学先決定に対する幅広い視点

をもてるような機会となるよう努める必要がある。その際，本人及び保護者が知り

たい情報に的確に応えるための事前の準備が重要であり，学校見学当日も，資料等

に基づき，分かりやすく，具体的に説明することが求められる。なお，市区町村教

育委員会は，学校に対し，特別な準備をするのではなく，日常の学校生活をありの

ままに見てもらうように伝えることが重要である。 

学校見学の終了後において，市区町村教育委員会の就学担当者は，見学した学校

や学びの場に関する保護者や本人の疑問や感想を確認し，今後の教育相談の進め

方や手続き等について説明することが必要である。その際，学校見学は，保護者や

本人の理解と納得が得られるまで複数回行うことが必要なケースもあることから，

型通りに進めることなく，保護者の意向を十分に把握しながら計画することが大
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切である。 

 

② 体験入学 

体験入学は，子供が，就学先となり得る学校や学びの場の日課に沿って実際に授

業に参加し，学習活動を体験する機会として実施するものである。保護者にとって

は，自分の子供が実際に授業に参加している姿を見学してもらうことにより，子供

の自立と社会参加を見据えて，その時点で本人の教育的ニーズに最も的確に応え

る指導を提供できる学校や学びの場であるかどうかについて，具体的かつより客

観的に知る機会となる。 

学校は，体験入学を実施するに当たって，その趣旨について学校全体の共通理解

を図ったり，教育委員会と連携したりして組織的に行うことが必要である。特に，

体験入学に参加する子供にとっては，慣れない場や，場合によっては異年齢との活

動での初めての経験であることを考慮して，温かい雰囲気の中で，楽しく活動がで

きるような配慮を行うことが重要である。 

 

（７）先輩の保護者や障害当事者等の経験に学ぶ機会の設定 

既に就学している子供の保護者や障害当事者の体験を聞く機会を設けたり，就学

に関する体験談をまとめた資料を活用したりすることは（※参考資料の【事例１】及

び【事例２】を参照のこと。），就学以降の成長の見通しをもつことを可能とし，就学

について考える本人及び保護者にとって，有益な機会となりうる。加えて，本人及び

保護者ばかりでなく，認定こども園・幼稚園・保育所等の関係者に対しても，就学に

対する理解啓発を図ることにつながる。 

現在も，いくつかの地方公共団体では，障害のある子供の保護者や，地域の人たち

を対象に，学校の特別支援教育についての理解を図るための学校公開や学校説明会

などが開催され，学校教育の状況が紹介されるとともに，保護者の体験発表等も行わ

れている。また，地方公共団体とは別に，関係団体等の主催で行われるものもあり，

これらの取組と適切な連携を図ることも効果的である。 

また，特別支援学校を会場にして，そこに就学を考えている本人及び保護者が，在

校生の保護者や障害当事者の話を聴く機会が設定されることもある。そこでは直接

のやりとりが可能なため，特別支援学校に就学を考えている本人及び保護者の不安

や疑問に丁寧に応じることができるので，このような機会を設けることも効果的で

ある。 

 

３ 就学に関する事前の相談・支援を通じた情報の整理・共有 

市区町村教育委員会は，その後の法令に基づく具体的な就学先決定等の検討に着実

につなげる観点から，これまでの就学に関する事前の相談・支援で得られた情報を適切
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に整理しておくことが必要である。その際，対象となる子供の観察から得られた情報や，

既に作成されている場合には個別の教育支援計画等を参考にして，子供が通園・通所・

通学する認定こども園・幼稚園・保育所，小学校で，これまで何を目標として学んでき

たのか，身に付いたこと，身に付きつつあること，まだ身に付いてないことなど，その

情報を引き継いで指導・支援すべき課題の整理に生かしていくことも大切である。また，

把握した子供の情報から今指導・支援すべき課題を整理するのみならず，数年後の子供

の学校や学びの場，生活の場などを想定し，そこで必要とされる力や目指す姿を明らか

にしていく視点も必要である。 

さらに，こうして就学に関する事前の相談・支援を通じて整理した情報や課題等につ

いては，保護者と共有していくことが必要である。 

 

第３章 法令に基づく就学先の具体的な検討と決定プロセス 

 本章では，法令に具体的に定められる学齢簿作成以降のプロセスを，順を追って説明して

いく。 

 

１ 就学義務と就学先決定の仕組みについて 

（１）就学義務 

日本国憲法，教育基本法及び学校教育法に基づき，保護者は，その保護する子女を，

満６歳に達した日の翌日以後の最初の学年の初めから，満 15歳に達した日の属する学

年の終わりまでの９年間，小学校・中学校（義務教育学校や中等教育学校の前期課程を

含む。以下同じ。）又は特別支援学校の小学部・中学部に就学させる義務を負っている

（学校教育法第 17条第１項及び第２項）。この義務に基づく必要な手続に関しては，学

校教育法施行令に定められている。 

なお，学校教育法においては，病弱，発育不完全その他やむを得ない事由のため，就

学困難と認められる者の保護者に対しては，就学義務を猶予又は免除することができ

る旨が規定（学校教育法第 18条）されているが，これは就学義務の例外的措置として

扱われるべきものである。 

 

（２）就学先の決定の仕組み 

市区町村教育委員会は，域内に住所の存する子供の適切な就学についての責任を負

っている。そのため，就学先決定の仕組みにおいては，本人の障害の状態等や教育的ニ

ーズ，本人・保護者の意見，教育学・医学・心理学等専門的見地からの意見，学校や地

域の状況等を踏まえた総合的な観点から，最終的には市区町村教育委員会が就学先を

決定することとなる。その際，教育支援委員会等を設置し，専門家の意見を聞きながら，

就学先決定のプロセスをたどっていくこととなるが，特に市区町村教育委員会は教育

支援委員会等の事務局として，保護者との信頼関係に基づいた十分な説明を行い，保護
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者との合意形成を図りながら，就学先を決定していくことが求められる。 

また，市区町村教育委員会が，障害のある子供に対する就学事務の手続きを適切に進

めていくためには，教育委員会に特別支援教育について経験が豊富な職員を配置した

り，本人及び保護者との教育相談を行うスキルを有する退職教員や専門職を非常勤職

員等として配置したりするなどして，障害のある子供の就学に関する教育相談の実施

や個別の教育支援計画の作成等を行うための体制整備を図るとともに，教育支援委員

会等の委員は，各分野の専門性の高い人材で構成することが必要である。 

 

２ 学齢簿の作成 

   市区町村教育委員会は，毎年 10 月 31 日までに，その市区町村に住所の存する就学

予定者の，10 月１日現在の学齢簿を作成しなければならない（学校教育法施行令第２

条）。 

この学齢簿の作成により，就学を予定している子供の氏名が確定していくが，既に述

べられているように，これに至る前の，第２章で述べた学齢簿の作成までの段階におけ

る就学に関する事前の相談・支援を中心とした各般の準備（早期からの相談支援体制の

充実，関係機関との情報収集・提供ネットワークの構築等）が，円滑な就学事務の実施

の観点からは極めて重要である。 

また，学齢簿の作成から就学時健康診断の実施に至る過程で，既存の情報がない障害

のある子供を把握した場合には，早急に子供の実態把握を行う必要がある。例えば，認

定こども園・幼稚園・保育所のほか，就学前の支援機関等につながっていないような場

合には，速やかに当該状況を確認し，適切な就学支援が開始されるよう，促さなければ

ならない。その他にも，障害のある無戸籍の学齢児童生徒の居住が判明した場合には，

「無戸籍の学齢児童・生徒の就学の徹底及びきめ細かな支援の充実について（通知）」

（平成 27年７月８日付け 27初初企第 12号文部科学省初等中等教育局初等中等教育企

画課長）を踏まえ，就籍に向けた迅速できめ細かな支援が必要である。 

 

３ 就学時健康診断の実施 

  就学時の健康診断は，小学校等への就学予定者を対象に行われており，毎年の 11月

30 日までに実施することが市区町村教育委員会に義務付けられている（学校保健安全

法施行令第１条）。この就学時の健康診断は，市区町村教育委員会が就学予定者の心身

の状況を把握し，小学校等への就学に当たって，治療の勧告，保健上必要な助言を行う

とともに，就学義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学等に関し適切な措

置をとることを目的としており，その検査項目は，次のとおりである（学校保健安全法

施行令第２条）。 

① 栄養状態 

② 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 
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③ 視力及び聴力 

④ 眼の疾病及び異常の有無 

⑤ 耳鼻咽喉疾患及び皮膚疾患の有無 

⑥ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 

⑦ その他の疾病及び異常の有無 

なお，「就学時の健康診断マニュアル 平成 29年度改訂」（公益財団法人日本学校保

健会刊）において，発達障害の可能性がある幼児への対応についての記載が充実してお

り，それらの内容も十分参考にして対応することが重要である。 

就学時の健康診断後の対応としては，市区町村教育委員会は，担当医師及び歯科医師

の所見に照らして，治療を勧告し，保健上必要な助言を行うこととなる。 

なお，１歳６か月児健康診査，３歳児健康診査，地方公共団体によっては５歳児健康

診査を加えて実施している場合もあるが，障害の状態等が明確になっていない幼児や，

認定こども園・幼稚園・保育所等への通園・通所歴のない幼児については，就学時の健

康診断及びその結果に基づく対応が，就学先の学校や学びの場を決定するための情報

を収集する上で特に大きな意味をもつため，慎重を期して実施することが求められて

いる。 

これらのことから，法定健診の担当者と就学支援の担当者同士が相互に連携を図り

ながら，健康診査で得られた情報を基に，必要に応じて，就学相談や学校見学・体験入

学に，速やかにつなげていくような支援体制の整備に努める必要がある。 

 

解説        就学時健康診断前に行われる各種健康診査等 

 

就学時健康診断前に行われる，母子保健法に基づき市区町村が実施している「乳幼児健

康診査」及び「母子訪問指導事業」や，児童福祉法に基づき市区町村が実施している「乳

児家庭全戸訪問事業」は，疾病や障害などの早期発見の機会として重要な意義がある。よ

って，これらの健康診査等で得られた情報を，障害のある子供の早期発見と早期支援の取

組に確実につなげていくとともに，就学時健康診断に生かすことが重要である。  

ア １歳６か月児健康診査と３歳児健康診査 

乳児については，市区町村が定めた方法で健康診査を受けることができ，必要に応

じて，精密検査も行われている。幼児については，１歳６か月児健康診査と３歳児健

康診査の実施が，市区町村に義務付けられている。 

幼児期には，ごっこ遊びやふり遊びなど，現実にない物事を他のものに置き換えて

表現する働き（象徴機能）やことば，対人コミュニケーションの発達の様子や行動特

徴などから，知的障害や発達障害，運動障害，中軽度の難聴，弱視などが徐々に顕在

化してくるので，１歳６か月児健康診査や３歳児健康診査が障害の発見の契機とし

て重要である。しかし，発達の個人差が大きい時期でもあり，性急な判断は慎まなけ
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ればならない。 

一方，漫然と「様子をみる」ことが，障害のある子供等の早期発見・早期対応を遅

らせてしまうこともある。したがって，生育歴にさかのぼる縦断的視点と発達の諸側

面についての横断的視点を総合した系統的な発達や行動の評価が重要となり，その

ためには，個人情報保護に配慮しつつ，幼児の支援に携わっている専門家のネットワ

ークによる支援が継続的に機能することが望まれる。 

イ ５歳児健康診査 

地方公共団体によっては，法定健診である乳幼児健診や就学時健診に加えて５歳

児健診が実施され，そこでは就学に向けた事前の教育相談の機会も確保されており，

早期からの継続した就学相談の実施により，きめ細かな就学支援につながっている。 

 

４ 就学先の検討に先立った，保護者等からの意見聴取・意向確認のための就学相談 

市区町村教育委員会は，本人及び保護者から就学に関する意見聴取・意向確認を行う

ための就学相談に当たっては，それまでの間，本人及び保護者が就学先について考える

時間を十分に確保しておくことが必要である。 

また，実際の意見聴取・意向確認に当たっては，就学を希望する学校や学びの場にお

ける基礎的環境整備の状況，提供可能な教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容

等についても明確にしながら，建設的対話に努めることが重要である。その際，「特別

の教育課程」の編成に関することや，それぞれの学校や学びの場を通した子供の育ちの

見通しなどの事例についても，確認することも必要である。また，子供が，その年齢及

び能力に応じ，かつ，その障害の状態等を踏まえた十分な教育が受けられるようにする

ため，地域の教育資源等をどのように活用できるのかという情報を提供することも必

要である。 

次に，本人及び保護者の就学に関する意向を確認する手続きにおいては，障害者基本

法第 16条第２項により，「国及び地方公共団体は，前項の目的を達成するため，障害者

である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに，可能

な限りその意向を尊重しなければならない。」旨が規定されている点に留意しなければ

ならない。ただし，「前項の目的を達成するため」とあるように，障害者基本法第 16条

第１項の「障害者が，その年齢及び能力に応じ，かつ，その特性を踏まえた十分な教育

が受けられるようにするため」という目的を達成するために就学先となる学校や学び

の場を選択するという共通認識を本人及び保護者とともに醸成していくことが重要で

ある。 

なお，本人の意見については，学齢期の段階においては，一般的には保護者を通じて

表出されるものと考えられるが，中学校又は特別支援学校中学部への進学時などにお

いては，障害の状態等を踏まえつつ，別途本人の意見聴取を行うことが望ましい場合も

あると考えられる。保護者の思いが，子供本人の思いや子供の教育的ニーズとは，異な
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ることもあり得ることに留意することが必要である。その際には，保護者の思いを受け

止めるとともに，本人の教育的ニーズとは何かを考えていくことがまずは重要であり，

そのためには，市区町村教育委員会が本人及び保護者の意見を十分に聞くとともに，本

人及び保護者の状況を十分に把握していくことが重要である。 

さらに，障害のある子供の教育に関する基本的な方向性としては，障害のある子供と

障害のない子供が，可能な限り同じ場で共に学ぶことを目指すべきであるが，その場合

には，それぞれの子供が，授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感をも

ちながら，充実した時間を過ごしつつ，生きる力を身に付けていけるかどうか，これが

最も本質的な視点であり，このことを踏まえた就学先となる学校や学びの場の選択と

なっているかどうかの確認も必要である。 

 

５ 市区町村教育委員会による教育的ニーズの整理と必要な支援の内容の検討 

市区町村教育委員会は，障害のある子供の障害の状態等の整理や，これまでの就学に

関する事前の相談・支援として行われる様々な活動を通じて整理された子供の課題，本

人及び保護者の意向等の結果を踏まえ，対象となる子供の教育的ニーズと必要な支援

の内容を検討し，本人及び保護者や学校等との合意形成を進めながら，最終的には市区

町村教育委員会が，法令に基づき，就学先を決定することとなる。 

 

（１）教育的ニーズの整理 

子供の障害の状態等は，一人一人異なっているため，必然的に一人一人に必要な

支援の内容も異なってくる。そのため，子供一人一人の教育的ニーズを整理する必

要がある。 

教育的ニーズを整理する際に把握する情報としては，第１編でも示したが，次の

三つの観点とそれぞれの下位項目として示している具体的な視点を踏まえて整理

することが重要である。 

なお，それぞれの観点・視点に関する具体的な内容については，障害種ごとに把

握すべき事項もあるため，それらについては「第３編 障害の状態等に応じた教育

的対応」のⅠ～Ⅹ（各障害種別）の１の「（２）教育的ニーズを整理するための観

点」を参照すること。 

観点① ○○障害の状態等の把握 

       （視点）医学的側面からの把握 

（視点）心理学的・教育的側面からの把握 

観点② ○○障害のある子供に特別に必要な指導内容 

（視点）就学前までに特別に必要とされる指導内容 

（視点）義務教育段階において特別に必要とされる指導内容 

観点③ ○○障害のある子供の教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容 
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       （視点）「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のた

めの特別支援教育の推進（報告）」の「別表」の観点による配慮

の検討 

 

（２）特別な指導や合理的配慮等の必要な支援の内容を検討 

     必要な支援の内容を検討する段階では，子供一人一人の教育的ニーズに対し，第

３編（Ⅰ～Ⅹ）の障害種別に示している「２ ○○障害のある子供の学校や学びの

場と提供可能な教育機能」を踏まえ，それぞれに期待される教育効果，将来の支援

の見通しなどを勘案しながら検討し，整理することが必要である。その際，現在活

用できる教育資源等をどのように活用できるのかとともに，現在の状況では提供

が困難な支援の内容を明確にすることも重要であり，就学先となる学校や学びの

場の違いにより提供可能な教育環境や支援の内容，期待される教育効果，将来の支

援の見通しなどについても検討し，整理することが必要である。 

     なお，教育的ニーズを整理するための観点の一つである子供の障害の状態等は，

医療機関の診断や療育手帳等の有無のみをもって判断することは適切とは言えず，

また，障害の状態等だけで学校や学びの場の枠組みに当てはめて考えることは厳

に避けなければならない。子供一人一人に特別に必要な指導内容や教育上の合理

的配慮を含む必要な支援の内容の観点から，総合的に検討を進めていく必要があ

る。 

また，第３編（Ⅰ～Ⅹ）の障害種別に示している「２ ○○障害のある子供の学

校や学びの場と提供可能な教育機能」には，実際に，それぞれの学校や学びの場に

おける教育の内容の選択という側面からも十分検討できるように解説しているの

で参考にされたい。 

 

（３）重複障害のある子供について 

重複障害のある子供の教育的ニーズを整理するためには，対象となる子供が併

せ有する全ての障害の種類に対し，上記（１）と（２）の手続きを踏まえて整理す

る必要がある。 

特に，知的障害を併せ有する子供の教育的ニーズを整理するに当たっては，第３

編のⅢ（知的障害）の１の「（２） 教育的ニーズを整理するための観点」を十分に

踏まえるとともに，教育の内容の選択という視点からも十分整理していく必要が

ある。つまり，各教科について，学校教育法施行規則第 126条第２項（中学部・高

等部の場合は同規則第 127条第２項，第 128条第２項）を適用し，知的障害のある

子供のための各教科を取り扱う必要があるかどうかを検討することが最も重要で

ある。なお，発達期における知的機能の障害が，同一学年であっても，個人差が大

きく，学力や学習状況も子供一人一人に異なることが多いため，知的障害のある子
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供のための各教科等の目標及び内容は段階を設けて示すことにより，子供一人一

人の実態等に即して，各教科の内容を精選して，効果的な指導ができるようにして

いる。よって，知的障害のある子供のための各教科の各段階における目標及び内容

を取り扱う者に対しては，知的障害への教育的対応を基本とする検討が必要であ

る。 

他方，障害のある子供には，学校教育法施行令第 22条の３において規定してい

る程度の障害を複数併せ有する者のほか，それ以外の言語障害，自閉症，情緒障害

等を併せ有する者もいる。 

また，近年の医学的診断名において，例えば，広汎性発達障害のほか，その下位

項目となるようなアスペルガー症候群等で示されている場合や，自閉症の特徴の

ある子供は知的障害や言語障害を有していても全て自閉症スペクトラム障害の診

断名で示されている場合もある。他方，発達障害とあっても，例えば，注意欠陥多

動性障害や学習障害，自閉症を併せ有する場合があるなど，様々な状態が見られる。 

そのような子供たちの教育的ニーズを整理するに当たって，まずは，その子供が

併せ有する全ての障害の種類やそれらの状態等を正しく理解することに努めるこ

とが前提となる。その上で，必要な支援の内容を検討する際には，対象となる子供

の現在の障害の状態等を踏まえ，現に指導すべき複数の課題のうち，優先すべき課

題について検討し，教育的ニーズを整理していく必要がある。そして，その教育的

ニーズがどのような障害の種類等に関連したものかを見極めながら，法に定める

障害種の規定により設置された学校や学びの場のうち，その時点で最も的確に応

える指導を提供できる学校や学びの場の選択に努めていく必要がある。この場合

も，第３編（Ⅰ～Ⅹ）の障害種別に示している１の「（２） 教育的ニーズを整理す

るための観点」を十分に踏まえるとともに，学校教育として提供する教育の内容の

選択という視点からも十分な検討・整理が前提となることに留意が必要である。 

 

（４）特別支援学級と通級による指導について 

 小中学校等における教育により，障害のある子供一人一人の教育的ニーズに応

える指導を提供できる場合には，就学先として小中学校等を検討することとなる。

その場合の学びの場の形態としては，通常の学級における指導，通常の学級におけ

る指導と通級による指導を組み合わせた指導，特別支援学級における指導の三つ

があり，子供一人一人の教育的ニーズの整理と必要な支援の内容の検討を踏まえ

て，対象となる子供一人一人にとって，どの学びの場の形態が最も適切かどうかを

検討していくことが大切である。 

その上で，基本的な方向性として，障害のある子供と障害のない子供とが可能な

限り同じ場で共に学ぶことを目指すべきであるが，学びの場の形態にかかわらず，

授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感をもちながら，充実した時
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間を過ごしつつ，生きる力を身に付けていけるかどうかが最も重要な視点である。 

     

① 特別支援学級と通級による指導等との関係について 

通常の学級における指導や，通常の学級における指導と通級による指導を組

み合わせた指導を行うことで，子供一人一人の教育的ニーズに応じた十分な教

育を提供できる場合には，いずれかを選択し，また，通級による指導だけでは特

別な指導を十分に行うことが難しい場合には，特別支援学級における少人数の

学級編成によるよりきめ細かい指導を選択することとなる。 

なお，小中学校等における通級による指導の授業時数については，年間 35単

位時間から 280 単位時間以内の範囲で行うことを標準とし，週当たりに換算す

ると，１単位時間から８単位時間程度まで，通常の学級以外での特別な指導を行

うことができることとなっている。このため，例えば，特別支援学級に在籍して

当該学年の各教科等の内容を学ぶ子供が，大半の時間を当該学年の通常の学級

において交流及び共同学習で学び，通常の学級以外での自立活動における特別

な指導の時間が，週当たり８単位時間はもとより相当数確保する必要がないと

考えられる場合には，通常の学級における指導と通級による指導を組み合わせ

た指導による対応を検討するべきである。 

 

② 特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習について 

小中学校等の特別支援学級に在籍する子供については，通常の学級に在籍す

る子供と共に学ぶ機会を積極的に設けることが重要である。そのため，特別支援

学級の子供が，特別支援学級に加え，同じ学年の通常の学級にも在籍し，通常の

学級の一員としても活動できるような取組を充実し，子供一人一人の障害の状

態等や個々の事情を勘案しつつ，ホームルーム等の学級活動や給食等について，

可能な限り共に行うことが必要である。 

また，教科学習についても，子供一人一人の障害の状態等を踏まえ，共同で実

施することが可能なものについては，年間指導計画等に位置付けて，年間を通じ

て計画的に実施することが必要である。 

このような交流及び共同学習を実施するに当たっては，特別支援学級に在籍

している子供が，通常の学級で各教科等の授業内容が分かり学習活動に参加し

ている実感・達成感をもちながら，充実した時間を過ごしていることが重要であ

る。 

なお，実施に当たっては，特別支援学級において当該子供に編成した教育課程

の目的が達成されるよう，当該子供を担当する教員等が適切な指導を行いなが

ら，実施する必要があり，指導体制が整わないまま実施することは不適切である。 

これらの取組を通して，常に通常の学級の子供と特別支援学級の子供が交流
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及び共同学習ができる環境を整備し，同じ学校の子供であるという意識を意図

的に醸成することにも留意する必要がある。 

 

③ 特別支援学級や通級による指導の実施体制について 

特別支援学級の設置や通級による指導の実施に当たって，教員の配置等につ

いては，都道府県教育委員会との密接な連携が欠かせない。したがって，市区町

村教育委員会と都道府県教育委員会とが，日頃より，特別支援学級や通級による

指導を受けることが見込まれる子供の状況について十分な情報共有を図りなが

ら，十分な時間的余裕をもって検討を進めていく必要がある。 

また，通級による指導が必要な場合には，在籍する小中学校等で専門性の高い

通級による指導を受けられるよう，自校通級や通級による指導の担当教員が小

中学校等を巡回して行う取組を推進することが重要である。しかしながら，例え

ば，通級による指導の対象となる子供について，その子供が通学する小中学校等

に通級による指導の場を設けることが容易ではない場合に，安易に特別支援学

級を開設することは適切とは言えない。どのような学びの場がふさわしいかは，

その子供の教育的ニーズが大前提となるため，市区町村教育委員会においては，

教育的ニーズの整理と必要な支援の内容の整理（本編第３章５の（１）と（２））

及び本項の内容を参照しつつ，必要に応じて，都道府県教育委員会とも相談しな

がら学びの場について入念に検討・判断を進める必要がある。 

 

（５）医療的ケアの必要な子供について 

医療的ケアの必要な子供については，本手引に記載の内容に加え，「学校におけ

る医療的ケアの今後の対応について（通知）」（平成 31年３月 20日付け 30文科初

第 1769号初等中等教育局長）と別冊「小学校等における医療的ケア実施支援資料

～医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために～」も参考にしながら，医療的ケ

アが必要な子供一人一人の障害の状態等や教育的ニーズ，本人及び保護者の意見，

教育学，医学，心理学等専門的見地からの意見，学校や地域の状況等を踏まえた総

合的な観点から判断すること等が必要である。 

 

（６）障害のある外国人の子供について 

     障害のある外国人の子供については，「外国人の子供の就学の促進及び就学状況

等の把握等について（通知）」（平成 31年３月 15日付け 30文科教第 582号文部科

学省総合教育政策局長，文部科学省初等中等教育局長）を踏まえることが必要であ

る。具体的には，障害のある外国人の子供の就学先の決定に当たっては，教育委員

会において，日本国籍を有する子供と同様に，本手引及び「障害のある児童生徒等

に対する早期からの一貫した支援について（通知）」（平成 25 年 10 月４日付け２
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５文科初第 756号文部科学省初等中等教育局長）等を参考としながら，障害のある

外国人の子供一人一人の障害の状態等や教育的ニーズ，本人及び保護者の意見，教

育学，医学，心理学等専門的見地からの意見，学校や地域の状況等を踏まえた総合

的な観点から判断すること等が必要である。 

     その際，言語，教育制度や文化的背景が異なることに留意し，本人及び保護者に

丁寧に説明し，十分な理解を得ることが必要である。 

また，外国籍か日本国籍であるかを問わず，就学時に決定した学校や学びの場は，

固定したものではなく，それぞれの子供の発達の程度，適応の状況等を勘案しなが

ら，柔軟に変更できるようにすることが適当である。 

     なお，障害のない外国人の子供については，必要に応じ，日本語指導のための「特

別の教育課程」の編成・実施等により，受入れ体制を整える必要がある。この「特

別の教育課程」とは，外国人の子供等が学校生活を送る上や教科等の授業を理解す

る上で必要な日本語の指導を，通常の学級の教育課程の一部の時間に替えて，通常

の学級以外の教室で行う教育の形態であり，学校教育法施行規則第 56条の２，第

79 条，第 108 条及び第 132 条の３に基づき行われるものである。外国人の子供に

障害がないにも関わらず，日本語指導が必要であることをもって，特別支援学級や

通級による指導の対象とすることは不適切である。 

 

６ 教育支援委員会等による専門家からの意見聴取 

市区町村教育委員会は，就学先となる学校や学びの場の検討に当たり，教育学，医学，

心理学等の専門家の意見を聴取することが必要であり，教育支援委員会等にそれぞれ

の専門家が参加して多角的，客観的に検討を行うことが必要である。なお，専門家から

の意見聴取は，市区町村教育委員会による就学先となる学校や学びの場の総合的な判

断に資するように実施されるものであり，就学先を決定するのは，教育支援委員会等で

はなく，あくまでも市区町村教育委員会であることに留意することが必要である。 

なお，教育支援委員会等を起点に，特別支援学校又は小中学校等という障害のある子

供の就学先のみを検討するだけではなく，小中学校に就学する場合，通常の学級におけ

る指導，通常の学級における指導と通級による指導を組み合わせた指導，特別支援学級

における指導のいずれがふさわしいかについても様々な関係者が多角的，客観的に検

討することが必要である。  

また，入学後に新たに障害の状態等を把握したり，障害の状態等の変化をもって学び

の場を再検討したりすることがあり得るが，こうした場合の学びの場についても，就学

前に検討を行い，入学当初から，子供一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導や必

要な支援が行えるような体制を整えることが肝要である。その際も，教育支援委員会等

を起点に様々な関係者が関与し，多角的，客観的に検討が行われることが重要である。 

また，小中学校等と特別支援学校間の転学が行われる場合においては，学校教育法施
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行令第 18条の２により，保護者及び専門家からの意見聴取を行わなければならないこ

とに留意する必要がある。特別支援学校は都道府県教育委員会に設置義務があり，小中

学校等は市区町村教育委員会に設置義務があることから，密接に連携を図りつつ，可能

な限り同じ場で共に学ぶことを追求するという姿勢で対応することが重要である。そ

の際に，必要に応じ教育支援委員会等の助言を得ることが望ましい。 

教育支援委員会等については，早期からの一貫した支援の重要性から，認定こども

園・幼稚園・保育所や，児童発達支援センター等の障害児通所支援施設，放課後等デイ

サービス，児童相談所の職員等の参画を得ることも有効と考えられる。このほか，小規

模であったり，関係機関や専門家等の人材が確保しにくかったりする市区町村におい

ては，例えば，複数の市区町村教育委員会が共同で教育支援委員会等を設置するなど，

複数の市区町村が連携して体制整備を促進することも考えられる。 

また，教育支援委員会等において，実際に本人と接したことのない専門家のみで判断

することについては，本人及び保護者が不安を感じることが想定されることから，実際

に本人と接し，本人の障害の状態等を詳細に把握している専門家や本人の支援を行っ

ている関係者等の意見を，例えば，教育支援委員会等において聴取するなどし，総合的

判断に向けて，きめ細かい情報収集と確認の作業が求められる。 

 

解説           「教育支援委員会」について 

 

教育支援委員会においては，早期からの教育相談・支援や就学先決定時のみならず，そ

の後の一貫した支援についても助言を行うという観点から，以下のように，その機能の拡

充を図っていくことが適当である。 

○ 障害のある子供の障害の状態等を早期から把握する観点から，教育相談担当者

との連携により，障害のある子供の情報を継続的に把握すること。 

○ 就学移行期においては，教育委員会と連携し，本人及び保護者に対する情報提供

について助言を行うこと。 

○ 教育的ニーズと必要な支援の内容について整理し，個別の教育支援計画の作成

について助言を行うこと。 

○ 市区町村教育委員会による就学先決定に際し，事前に総合的な判断のための助

言を行うこと。 

○ 就学先についての教育委員会の決定と保護者の意見が一致しない場合におい

て，市区町村教育委員会からの要請に基づき，第三者的な立場から調整を行うこ

と。 

○ 就学先の学校に対して適切な情報提供を行うこと。 

○ 就学後についても，必要に応じて学校や学びの場の変更等について助言を行う

こと。 
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○ 合理的配慮について，その提供の妥当性や関係者間の意見が一致しない場合の

調整について助言を行うこと。 

 

７ 市区町村教育委員会による総合的な判断と就学先決定 

（１）総合的な判断の基本的な考え方 

障害のある子供の教育に関する基本的な方向性としては，障害のある子供と障

害のない子供が，可能な限り同じ場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合

には，それぞれの子供が，授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感

をもちながら，充実した時間を過ごしつつ，生きる力を身に付けていけるかどうか

が最も本質的な視点である。市区町村教育委員会による総合的な判断においては，

就学時にその時点で子供一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供

できる学校や学びの場を判断することのみならず，就学後の学びの場を出発点に

して，可能な範囲で小学校段階６年間，中学校段階３年間の子供の育ちと学校や

学びの場の柔軟な見直しの方向性についてもある程度見通しながら判断が行われ

る必要がある。 

 

（２）本人及び保護者と教育委員会，学校の合意形成 

就学先の学校や学びの場の決定の仕組みにおいて，最も重要なプロセスの一つ

が，本人及び保護者と学校，学校の設置者である教育委員会との合意形成である。 

よって，市区町村教育委員会が総合的に判断した就学先の学校や学びの場につ

いては，本人及び保護者の意見を最大限尊重しつつ，対象となる子供一人一人の教

育的ニーズと必要な支援の内容を踏まえていることについて，本人及び保護者，学

校等に対して十分な説明と合意形成を図った上で，最終的に市区町村教育委員会

において決定することが適当である。 

また，この際，第１編に示している基礎的環境整備や合理的配慮の趣旨を踏まえ

つつ，子供一人一人に必要な教育上の合理的配慮の提供についても合意形成を図

り，市区町村教育委員会は，そのことを個別の教育支援計画に記載した上で就学先

に引き継ぐことが必要である。 

さらに，就学先決定の際に，就学後に関しても，個別の教育支援計画や個別の指

導計画の評価を基にしながら，教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容のほ

か，学習の習得状況等を踏まえて学校や学びの場を必要に応じて見直すことや，見

直しのための手続についても，本人及び保護者と学校や，学校の設置者である教育

委員会との間で合意形成を図っておくことが大切である。 

なお，特別支援学校に就学する場合には，居住する地域から離れた特別支援学校

に通学することにより，居住する地域とのつながりをもちにくい場合があるため，

特別支援学校に在籍する子供が居住する地域の学校に副次的な籍を置く取組等を
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活用しながら，居住地にある小中学校等との交流及び共同学習の積極的な実施に

向け，あらかじめ本人及び保護者の意向を確認することも進めておくことが重要

である。また，この交流及び共同学習の実施については，本人及び保護者，特別支

援学校，居住地にある小中学校等の三者が緊密に連携しながら協議の場をもち，十

分な話し合いを行い合意していくことが望ましく，こうした体制が構築できるよ

う，特別支援学校の設置義務を有する都道府県教育委員会と市区町村教育委員会

が連携し，域内全域での取組となるよう努めるべきである。 

 

（３）就学先の決定 

    本人及び保護者と市区町村教育委員会や学校間で就学先となる学校や学びの場

について合意形成が図られた後，最終的には市区町村教育委員会が，子供の就学先

を決定する。 

市区町村教育委員会は，就学先の決定を受け，これに関する通知を発出する場合，

別途，就学校の変更手続（学校教育法施行令第８条及び第 16条）等による変更が

なされない限りは，その子供はその学校に就学することになる。 

当然のことながら，就学先の決定に当たっては，その子供がその学校で十分な教

育を受けられる環境が確保されていることが必要であり，その確認や実際の受入

れ体制の準備を欠いたまま，市区町村教育委員会が就学に関する通知を発出する

ことがあってはならない。 

また，より広域的な観点では，市区町村ごとに就学先についての判断や考え方に

ばらつきがある状況は，子供一人一人の教育的ニーズに基づいて就学先を検討す

るという基本からは好ましいこととは言えず，このような状況を避けるためにも，

必要に応じて，都道府県教育委員会や特別支援学校は，市区町村教育委員会等の求

めに応じた助言等を行うなどして，判断の客観性を確保することが必要である。 

 

（４）就学先決定にあたり合意形成に至らない場合の調整 

市区町村教育委員会は，就学に関する事前の相談・支援を早期からきめ細かく行

うことにより，就学に関して本人及び保護者と建設的対話により意見聴取・意向確

認するなど，合意形成のプロセスを丁寧に行うことにより，意見が一致するように

努めることが望ましい。しかしながら，それでも意見が一致しない場合が起こり得

るため，市区町村教育委員会の判断の妥当性を市区町村教育委員会以外の者が評

価することで，意見の調整が可能になる場合もあり，あらかじめ，市区町村教育委

員会がこうした意見を調整するためのプロセスを明確化し，本人及び保護者に示

しておくことが望ましい。例えば，本人及び保護者の要望を受けた市区町村教育委

員会からの依頼に基づき，都道府県教育委員会による市区町村教育委員会に対す

る指導・助言の一環として，都道府県教育委員会の教育支援委員会等に第三者的な
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有識者を加えて，意見の調整の場として活用することも考えられる。その際，第三

者的な有識者には，法律の専門家等の参加も考えられる。 

なお，市区町村教育委員会は，あらかじめ本人及び保護者に対し，行政不服審査

制度も含めた就学に関する異議申し立ての制度やプロセスについても情報提供を

行っておくことが望ましい。 

そのほか，より実践的な方法として，例えば，就学に当たっての課題を明確にし

た上で体験入学を実施し，一定期間の体験入学の後に，再び就学先となる学校や学

びの場についての検討の場をもつことなども考えられる。その際，都道府県教育委

員会や，都道府県教育委員会が巡回相談員等として委嘱した特別支援学校の特別

支援教育コーディネーター等が，市区町村教育委員会からの依頼に基づき，域内の

小中学校等へのセンター的機能の一環で，専門家として参加することも考えられ

る。 

 

８ 都道府県教育委員会等における教育相談体制の整備 

都道府県教育委員会においては，専門家チームや巡回相談員等の派遣や巡回教育相談

等の効果的な実施，特別支援学校のセンター的機能の活用などにより，就学先の円滑な検

討・決定に向け，市区町村教育委員会を積極的に支援することが必要である。市区町村教

育委員会単独で教育相談や就学支援に係る専門家の確保が困難な場合には，都道府県教

育委員会が専門家を派遣するなどの措置を講ずることや，関係者のための研修会を都道

府県が実施することも考えられる。 

また，地域によっては，特別支援学級や通級による指導，通常の学級の学びの場の判断

について，教育的ニーズを踏まえた十分な検討が行われることなく安易に，教員が確実に

配置される特別支援学級が選択される事例があるとの指摘がある。都道府県教育委員会

においては，そうした指摘があることにも留意しつつ，本手引に記載の内容や，域内の各

市区町村の特別支援学級の設置状況や通級による指導の実施状況等を踏まえながら，必

要に応じて，就学決定前の指導・助言を行うとともに，就学先決定後においても，それぞ

れの学びの場で編成されている教育課程の内容や子供一人一人の指導の状況等を把握す

るなどし，市区町村教育委員会や小学校等に対する指導・助言を行うことが求められる。 

 

９ 就学通知の発出 

（１）小中学校等へ就学する場合 

小中学校等への就学が適当と判断された就学予定者については，前年度の１月

末までに，市区町村教育委員会から保護者に対し，就学通知を発出する（学校教育

法施行令第５条第１項及び第２項）。 

また，市区町村教育委員会は，これと同時に，当該就学予定者が就学する小中学

校等の校長に対しても，当該就学予定者の氏名及び入学期日を通知する（学校教育
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法施行令第７条）。就学通知に示される内容そのものではないが，就学先となる小

中学校等の学びの場に関する情報についても保護者に対し，同様に通知すること

が望ましい。  

  

（２）特別支援学校へ就学する場合 

特別支援学校への就学が適当と判断された就学予定者については，前年度の 12

月末までに，市区町村教育委員会から都道府県教育委員会に対し，その氏名及び特

別支援学校に就学させるべき旨を通知する（学校教育法施行令第 11条第１項）。 

都道府県教育委員会は，当該通知を受けた就学予定者について，保護者に対し，

小中学校等と同様，前年度の１月末までに，特別支援学校への就学通知を発出する

（学校教育法施行令第 14条第１項）。 

また，都道府県教育委員会は，これと同時に，当該就学予定者が就学する特別支

援学校の校長に対しても，当該就学予定者の氏名及び入学期日を通知するととも

に，市区町村教育委員会に対しても，当該就学予定者の氏名，入学期日及び指定し

た特別支援学校を通知する（学校教育法施行令第 15条第１項及び第２項）。 

 

（３）区域外就学等の届出があった場合 

区域外就学等の届出があった場合においては，住所の存する市区町村教育委員

会における上記の手続は停止される（学校教育法施行令第５条第３項及び第 11条

第３項）。 

なお，既に市区町村教育委員会から都道府県教育委員会に対し，特別支援学校に

就学することが適当である旨が通知された後に区域外就学等の届出があった場合

においては，都道府県における特別支援学校への就学通知の発出に向けた手続を

停止する必要があることから，区域外就学等の届出があった旨を，市区町村教育委

員会から都道府県教育委員会に対して通知する（学校教育法施行令第 13条の２及

び第 14条第３項）。 

 

（４）就学通知の段階で合意形成に至らない場合の対応 

 就学通知の段階で，本人及び保護者との合意形成がなされていない場合があり

得る。この場合は，通知を行いつつも，その後の本人及び保護者との合意形成や，

意見の調整の場における検討を踏まえた就学先の変更が行われることがあり得る

ことを説明しつつ，手続きを執り行うことが重要である。実際，４月１日の入学ま

での間に，就学先が変更となった場合の通知については，上記（１）から（３）の

手続きにのっとって行われる。 

 

（５）就学通知の時期を超えて小中学校等における具体的な学びの場の検討をしてい  
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る場合 

     就学通知の時期を超えて小中学校等における具体的な学びの場の協議が継続さ

れている場合は，できる限り速やかに，その学びの場について，総合的な判断，合

意形成，決定の手続きを進める必要がある。検討・判断に当たっては，教育的ニー

ズの整理が大前提となることは変わるものではなく，本章の５～７の内容を参照

しつつ，検討を進める必要がある。 

     なお，小中学校等における具体的な学びの場が明確になった場合には，その後の

入学までの期間において，就学先の学校は，速やかにその学びの場での学習を前提

とした校内支援体制の構築や指導体制の準備を行うことが必要である。また，本人

及び保護者に対しても，学校での学習がどのようなものになるか，丁寧に説明を行

っていくことが必要である。 

  

１０ 入学に至るまでの教育相談及び入学後の教育相談の重要性 

就学通知後も，教育委員会が，引き続き就学に関する相談・支援に随時応じることが

できる体制づくりが必要である。その際には，就学に関する事前の相談・支援の段階か

ら行ってきた様々な活動を基盤に取り組みを進めていくことになる。特に，就学通知後

から入学に至るまでの時期の教育相談は，本人及び保護者の不安を軽減したり，一貫し

た支援を充実させたりするために重要であり，具体的には，次のようなケースが考えら

れる。 

・学校が実施する入学説明会の機会を利用した教育相談 

・本人及び保護者の希望により個別に実施する教育相談 

また，本人及び保護者の希望により個別に実施する教育相談において，他校通級や巡

回による通級による指導の場合など，指導する教員が子供の在籍校に常駐しない場合

の教育相談については，必要に応じてＩＣＴも活用しながら，保護者との相談・連携の

ための体制づくりを進めていくなどの十分な配慮が必要である。 

同様に，特別支援学校に就学する場合も，居住する地域から離れた場所にある特別支

援学校まで教育相談に出向くことが難しい場合や，副次的な籍を活用した居住地の小

中学校等との交流及び共同学習など，複数の関係者が一堂に会して教育相談を実施す

るような場合も考えられることから，本人及び保護者との教育相談の機会を設けるこ

とについては，十分な配慮が必要である。その際，必要に応じてＩＣＴも活用しながら，

入学に至るまでの学校と保護者との円滑な相談体制の構築を図ることが望まれる。 

なお，医療的ケアが必要な子供については，入学当初に学校側の受入れ体制を整備す

る従来の方法の他に，就学先決定後速やかに学校，本人及び保護者，主治医，学校医等

が連携して，校内の医療的ケア実施体制の整備を開始し，入学後速やかに医療的ケアの

実施が可能となるような体制づくりが必要である。 
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１１ 情報の引継ぎ 

（１）個別の教育支援計画等の作成 

市区町村教育委員会は，原則として翌年度の就学予定者を対象に，入学前までに，

それまでの支援の内容，その時点での子供一人一人の教育的ニーズを踏まえた教

育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容等について，保護者や認定こども園・幼

稚園・保育所や，医療，福祉，保健等の関係機関と連携して，個別の教育支援計画

等として整理する。これは，就学後に学校が作成する個別の教育支援計画の基とな

るものであり，就学先の学校に引き継ぐものとする。その際，既に認定こども園・

幼稚園・保育所や，医療，福祉，保健等の関係機関が個別の支援計画やそれに類似

した計画等を作成・活用している場合は，保護者の協力を得ながら，既存の計画等

の関係資料を，早期からの一貫性や一覧性が高く関係機関等の間の情報共有が容

易なファイル（「相談支援ファイル」等）の形でとりまとめ，適宜就学に関する情

報を追加するなど，計画作成の作業負担の効率化を図ることも有効である。 

なお，個別の教育支援計画については，「学校教育法施行規則の一部を改正する

省令の施行について（通知）」（平成 30年８月 27日付け 30文科初第 756号文部科

学省初等中等教育局長通知）が発出されており，その作成にあたっては，当該児童

生徒等又は保護者の意向を踏まえつつ，関係機関等と当該児童生徒等の支援に関

する必要な情報の共有を図ることが学校教育法施行規則に明記されている。 

また，個別の教育支援計画に係る教育と福祉の連携については，「児童福祉法等

の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について（事務連絡）」（平成 24年４

月 18日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課，文部科学省初等

中等教育局特別支援教育課）が発出されており，これらを踏まえ，障害児相談支援

事業所等において作成される障害児支援利用計画等との連携を図ることも重要で

ある。 

 

（２）個別の教育支援計画の活用方法や盛り込まれるべきもの 

「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議（報告）」（令和３年１

月）においては，小中学校等の特別支援学級や通級による指導で様々な指導を受け

ていた生徒が，高等学校において指導を受けるに当たって，小中学校等での指導や

合理的配慮の状況などが十分引き継がれていないとの状況が散見されることから，

「個別の教育支援計画」やこれまで各地域で共有されてきた関連資料を活用し，小

中学校等での指導を高等学校での指導につなげていくことの重要性が指摘された。

さらに，個別の教育支援計画について，共通して引き継がれるべき事項をより明確

にするとともに，統合型校務支援システムの活用を図るなど，項目の標準化に向け

た指摘があることも踏まえ，教育のデジタル化の動向に沿った環境整備の必要性

が指摘された。 
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それらを踏まえ，国からは，「個別の教育支援計画の参考様式について（事務連

絡）」（令和３年６月 30日付け文部科学省初等中等教育局特別支援教育課）を発出

しており，これを参考とし，各学校や地方公共団体において定めている「個別の教

育支援計画」の様式を，可能な限り域内においてより標準化し，充実する方向で活

用し，担任や学校等が変わっても，教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容の

提供が，切れ目なく確実に引き継がれるよう努めていくことが重要である。 

 

（３）個別の教育支援計画の作成過程における留意点 

認定こども園・幼稚園・保育所等において個別の教育支援計画等が作成されてい

る場合は，それらとの整合性や一貫性をもって作成するよう努めることが必要で

ある。 

就学移行期に作成される個別の教育支援計画は，就学先となる学校や学びの場

を検討していく過程において作成されていくものである。その際，認定こども園・

幼稚園・保育所等における子供の状況等を踏まえ，就学先となる学校や学びの場で

の教育支援につながる内容等が含まれることが重要である。また，作成には，専門

機関等の関係者や保護者も参画して，就学時点における支援だけでなく，その子供

に対する長期的な展望に立った支援の方針や方向性に対する共通理解を得ながら

作成されるものとなるように共通認識が醸成されることが期待される。 

このように，個別の教育支援計画は，就学前の支援を引き継ぎ，教育相談の過程

を経て作成され，新たな就学先における支援の内容の充実を図るものである。した

がって作成後は，本人及び保護者の了解を得た上で，着実に就学先に引き継がれて

いくことが必要である。 

 

第４章 就学後の学びの場の柔軟な見直しとそのプロセス 

１ 基本的な考え方 

   就学時に，小学校段階６年間，中学校段階３年間の学校や学びの場が固定されてしま

うわけではない。就学後の学びの場をスタートにして，可能な範囲で学校卒業までの子

供の育ちを見通しながら，小学校段階６年間，中学校段階３年間の就学先となる学校や

学びの場の柔軟な見直しができるようにしていくことが必要である。 

そのためには，子供一人一人の発達の程度，適応の状況，各教科等の学習の習得状況，

自立活動の指導の状況，交流及び共同学習の実施時間数の状況等を勘案しながら，学び

の場の変更や転学ができることを，保護者を含めた全ての関係者の共通理解とするこ

とが重要である。その上で，市区町村教育委員会が定期的に教育相談を実施し,個別の

教育支援計画や個別の指導計画に基づく関係者による会議などを行い，それらの計画

を適切に評価しながら，対象となる子供の教育的ニーズの整理と必要な支援の内容を

検討・確認し，必要に応じて教育支援委員会等の助言を得つつ，就学先となる学校や学
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びの場の柔軟な見直しに努めていく必要がある。 

なお，この場合についても，本人及び保護者と市区町村教育委員会や学校等間で就学

先となる学校や学びの場の変更について合意形成が図られた後，最終的には市区町村

教育委員会が，子供の就学先となる学校や学びの場の変更を決定するものである。 

 

 ２ 個に応じた適切な指導の充実 

   障害のある子供一人一人に応じた適切な指導を充実させるためには，各学校や学び

の場で編成されている教育課程を踏まえ，個別の指導計画を作成し，各教科等の指導目

標，指導内容及び指導方法を明確にして，適切かつきめ細やかに指導することが必要で

ある。 

   個別の指導計画は，学習指導要領において，通級による指導，特別支援学級，特別支

援学校での作成が義務付けられている。また，通常の学級に在籍する障害のある子供等

の各教科等の指導に当たっても，個別の指導計画の作成に努めることが示されている。 

この個別の指導計画に基づいて，障害のある子供に対する各教科や自立活動等の指

導が行われるが，子供一人一人の教育的ニーズと必要な支援の内容を踏まえた適切な

計画であるかどうかは，実際の指導を通して明らかになるものである。したがって，個

別の指導計画の計画（Plan）―実践（Do）―評価（Check）―改善（Action）のサイク

ルにおいて，学習状況や結果を適宜，適切に確認して評価を行い，それを踏まえた必要

な改善を行うことが大切である。 

その際，それぞれの学びの場における個に応じた指導のみならず，例えば，特別支援

学級に在籍している子供が，通常の学級で交流及び共同学習を行っている場合には，そ

の交流及び共同学習についても，通常の学級の他の子供と同様に設定した指導目標，指

導内容，指導方法で十分に学べているかや，特別支援学級における年間を通じた指導と

交流及び共同学習について，指導目標，指導内容，指導方法に一貫性があったかなどに

ついて，評価・検証し，必要な改善を行うことが必要である。 

 

 ３ 子供の教育的ニーズの変化の的確な把握 

   特別支援教育は，子供一人一人の教育的ニーズに応じて適切な指導や必要な支援を

行うものである。このため，子供の障害の状態等の変化に伴う子供一人一人の教育的ニ

ーズの変化を的確に把握するとともに，その変化にも継続的かつ適切に対応するため，

特別支援学校や小中学校等において個別の教育支援計画や個別の指導計画のＰ－Ｄ－

Ｃ－Ａサイクルの充実に努める必要がある。 

   また，個別の指導計画のＰ－Ｄ－Ｃ－Ａサイクルの中で蓄積される子供一人一人の

学習状況や結果についての検証は，就学後の学びの場の見直しにつながる重要なもの

であることから，学校だけに任せるのではなく，市区町村教育委員会を起点に関係者が

適時・適切に関与し，必要に応じて都道府県教育委員会や特別支援学校が市区町村教育
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委員会等の求めに応じて専門的助言等を行うことのできる体制づくりも必要である。 

 

４ 継続的な教育相談の実施 

子供の教育的ニーズの変化に応じた適切な教育を行うためには，就学時のみならず

就学後も引き続き，保護者との教育相談を行う必要がある。ただし，継続的に教育相談

を行うことが，保護者によっては精神的あるいは生活上の負担と受け止められる場合

もあることから，これらの相談は，保護者を説得するためのものではなく，子供の成長

を確認し，喜び合うものであるという認識が共有されるように努める必要がある。 

また，障害の状態等の変化による，特別支援学校から小中学校等，又は小中学校等か

ら特別支援学校への転学については，いずれも，対象となる子供が在籍する校長の思料

により，その検討が開始される（学校教育法施行令第６条の３第１項，第 12条の２第

１項）。このため，小中学校等及び市区町村教育委員会のみならず，特別支援学校及び

都道府県教育委員会においても，継続的な就学に関する教育相談を行うための体制の

整備が必要である。都道府県及び市区町村教育委員会においては，所管する各学校にお

ける校内委員会等の体制整備や，教育委員会による専門家チームの派遣や定期的な巡

回相談等を通じた，各学校への支援が必要である。 

また，障害のある子供は，学校に加え，放課後等デイサービス等で過ごす時間も長い

場合があることから，子供の成長や課題等について総合的に把握することができるよ

う，学校や教育委員会関係者が，日常的に放課後等デイサービスの事業者等との連携を

図ることも，継続的な教育相談を行う上で有用である。 

また，教育支援委員会等については，早期からの教育相談や就学先決定時までの支援

のみならず，子供の就学後の学びの場の変更等についての助言も，その役割に含まれる

ことに留意する必要がある。 

 

５ 在籍校と教育委員会が連携した学びの場の変更 

就学後も定期的に教育相談を実施し，個別の教育支援計画や個別の指導計画に基づ

く関係者による会議などを行い，それらの計画を評価・改善していく中で，必要に応じ

て就学先となる学校や学びの場の変更の必要性について検討することが適当である。

この場合，特別支援学校は都道府県教育委員会に設置義務があり，小中学校等は市区町

村教育委員会に設置義務があることから，双方の教育委員会や学校が密接に連携を図

りつつ，障害のない子供と同じ場で共に学ぶことを追求するという姿勢で対応するこ

とが重要である。 

特に，市区町村教育委員会においては，設置者が異なる特別支援学校に就学した子供

についても，就学先の特別支援学校との連絡や都道府県の教育支援委員会等との連携

などにより，居住する子供の育ちの状況を就学後も継続的にフォローアップすること

が大切である。そうしたフォローアップを継続して行っていくためには，担当者が継続
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して業務を担当することが望ましいが，それが困難な場合は，担当者間で丁寧な引継ぎ

を行い，子供の情報が，市区町村の教育や福祉等の関係部署内で確実に共有されるよう

にする必要がある。 

また，居住する地域から離れた特別支援学校に就学した子供が，居住する地域の小中

学校等に副次的な籍を置く取組については，居住する地域との結びつきを強めたり，居

住する地域の小中学校等との交流及び共同学習を継続的に推進したりする上でも有意

義であり，都道府県・市区町村の双方の教育委員会，特別支援学校・小中学校等が連携

を図りながら，この副次的な籍の取組や，それを活用した交流及び共同学習に積極的に

取り組む必要がある。 

 

（１）特別支援学校から小中学校等への転学が適当であると思料する場合 

特別支援学校に在学する児童生徒について，その障害の状態等の変化により小

中学校等への転学が適当であると思料する場合においては，当該特別支援学校の

校長は，その旨を，都道府県教育委員会を経由して市区町村教育委員会へ通知する

（学校教育法施行令第６条の３第１項，第２項）。 

市区町村教育委員会は，これを踏まえ，当該児童生徒について再度就学先の検討

を行い，小中学校等へ転学させるか，引き続き特別支援学校に就学させるかの判断

を行う（学校教育法施行令第６条第３号，第６条の３第３項）。 

なお，この他に，特別支援学校に在学する児童生徒が視覚障害者等でなくなった

場合においても，特別支援学校に在学する児童生徒に対して，小中学校等への就学

通知が発出されることとなる（学校教育法施行令第６条の２第１項，第２項）。 

 

（２）小中学校等に就学させることが適当でなくなったと思料する場合 

小中学校等に在学する障害のある児童生徒について，その障害の状態等の変化

により，これらの小中学校等に就学させることが適当でなくなったと思料する場

合においては，当該小中学校等の校長は，その旨を，市区町村教育委員会へ通知す

る（学校教育法施行令第 12条の２第１項）。 

市区町村教育委員会は，これを踏まえ，当該児童生徒について再度就学先の検討

を行い，特別支援学校へ転学させるか，引き続き現在の小中学校等に就学させるか，

新たな別の小中学校等へ転学させるかの判断を行う（学校教育法施行令第 12条の

２第２項，第３項，第６条第６号）。 

なお，この他に，小中学校等に在学する児童生徒が新たに視覚障害者等となった

場合においても，その旨が校長から市区町村教育委員会に対して通知される（学校

教育法施行令第 12条第１項）。 

その上で，当該児童生徒について，視覚障害者等となったことにより，これらの

小中学校等に就学させることが適当でなくなったと思料する場合においては，当
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該小中学校等の校長は，その旨を，併せて市区町村教育委員会に通知する。市区町

村教育委員会は，これを踏まえ，同様に，当該児童生徒について再度就学先の検討

を行う（学校教育法施行令第 12条第２項，第３項，第６条第５号）。 

 

６ 学びの場の見直しに当たっての本人及び保護者との合意形成 

～学びの場の変更の取組例～ 

以下，特別支援学級から通級による指導への学びの場の変更や，通級による指導の

終了による通常の学級での教育上の合理的配慮を含む必要な支援の充実など，多様な

学びの連続性についての取組例を示す。なお，事例１から事例６までの学びの場の見

直しについては，関係者による会議などにおいて，子供の状況を適切に評価しなが

ら，子供の教育的ニーズの整理と必要な支援の内容を検討した上で判断されたもので

あり，最初に学びの場の変更について定めた上で決定したものではない。 

 

（１）通常の学級における指導から通級による指導を加えた学びの場への変更 

（事例１）注意欠陥多動性障害の例 

小学１年生の児童Ａは，就学時健康診断の集合時に落ち着きがなかったり，姿勢を保持

して話を聞くことが難しかったりしたため，就学後も経過観察をしていくことを保護者，

教育委員会及び学校で合意していた。 

入学後１か月程度の行動観察を行ったところ，着席した姿勢を保持することが難しく，

先生や友達の話を集中して聞くことに困難さが見られた。当初，通常の学級の担任は，座

席の位置を配慮したり，学習への見通しを視覚的に示したりするなどの配慮を行ったが，

授業中の離席，不注意による指示の聞き洩らし，学習意欲の低下などが見られたため，通

級による指導の利用について校内委員会で検討した。その上で，教育委員会に相談しなが

ら，保護者との合意形成を図り，６月から通級による指導を開始した。 

通級による指導を開始するに当たって，通級指導教室の担当者による実態の的確な把

握（アセスメント）を実施したところ，多動性や不注意だけではなく，協調運動の苦手さ

に対する指導も必要であることが分かった。そこで，①姿勢の保持の向上に向けて，バラ

ンスボールやトランポリンを使った活動を取り入れて体幹やバランス感覚を高める指

導，②集中力の持続に向けて，課題の見通しを提示した上で，問題数を減らしたプリント

学習やスリーヒントクイズによる聞く練習に取り組んだ。 

通級指導教室では，１対１の個別対応が確保され，児童Ａのペースに合わせて指導を展

開することができるため，児童Ａ自身が自分の目標を意識して取り組み，成功体験や達成

感を積み重ねることができた。少しずつ，着席姿勢の保持時間が長くなり，集中力も持続

するなどの変容が見られてきた。また，通級による指導では肯定的に認められる評価の場

面が多くもてることから，児童Ａの自信や自己肯定感の向上にもつながっていった。この
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ような変容について，通級指導教室の担当と通常の学級の担任で情報共有するとともに，

通常の学級においても，注意集中の状況を見て，できていることへの即時評価や視線や姿

勢を確認した上での指示や課題の提示などの工夫を行っていった。 

１年時の年度末には，入学時に見られていた姿勢保持への課題や離席行動は見られな

くなり，学習への意欲も回復してきた。また，指示の聞き洩らしや聞き忘れがあった場合

には，「もう一回言ってください」と援助要求することもできるようになった。このよう

な状況から，校内委員会及び教育支援委員会において，通級による指導を終了する判断を

行い，保護者とも合意形成を図った。その際，引き続き，通常の学級で学習の見通しを視

覚的に示したり，課題数を調整したりする合理的配慮を継続することを確認した。 

 

（２）通級による指導の終了から通常の学級における指導への学びの場の変更 

（事例２）視覚障害の例 

視覚障害のある小学４年生の児童Ｂは，先天性緑内障（以下「眼疾患」という。）によ

り両眼が弱視であり，よく見えている方の目（以下「利き目」という。）で遠用弱視レン

ズや近用弱視レンズ等の視覚補助具を活用している。眼疾患による見えにくさにより書

字や板書，体育など集団行動に困難さは見られたが，その他の事項は年齢相応の発達の状

態であったため，１年生から見えやすい環境が整備された通常の学級の教室内で学習し，

利き目の見え方に応じた視覚補助具の活用等の自立活動の指導を通級指導教室で受けて

いた。なお，就学先決定の際，就学後の学びの場については，障害の状態等の変化や児童

Ｂの学習状況などを踏まえ，定期的に確認や検討を行うことも合意していた。 

児童Ｂが３年生の定期通院の際，眼科主治医の診断により眼疾患により両眼の眼圧が

高い状態にあったので，手術を行った。術後は，両眼の視力が下がったり，視野が狭くな

ったりすることも考えられることから，見え方など経過観察を必要とする状況となった。

そこで，児童Ｂの見え方が安定するまで通級による指導では，両眼の視機能の発達を促す

指導とともに，利き目で使用する視覚補助具の効果的な活用の指導を行ってきた。その

後，児童Ｂの両眼の見え方が安定した状態となったので，利き目で使用する遠用レンズや

近用レンズの倍率や選定，通常の学級における視写や板書，教科書を音読するために要す

る時間について確認した。児童Ｂは，両眼の視力が若干下がり，視野が狭くなったもの

の，利き目は変わらないので倍率を上げた視覚補助具を活用する必要があった。しかし，

児童Ｂは入学時より継続して取り組んできた自立活動の指導により，倍率を上げた視覚

補助具を効果的に活用できている様子が確認された。また，見えやすい環境が整備された

通常の学級で倍率を上げた視覚補助具を適切に活用し，同級生の友達と同等に板書や教

科書を使用すること等の学習活動ができており，主体的に授業に参加できていることも

把握した。 

これらのことから，校内委員会において，児童Ｂの障害の状態は，眼疾患により両眼と

も弱視の状態ではあるが，両眼の視機能の発達に伴い視知覚の認知能力が改善され，授業
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では見えやすい環境や配慮の下，利き目で視覚補助具を適切に活用することにより同級

生と同等に活動できる状態であることが確認された。 

以上のことから，教育委員会では，５年生への進級に当たり，児童Ｂは教室内等の合理

的配慮の下視覚補助具を適切に活用することで当該学年の学習活動が可能であること，

さらに，眼疾患の進行による見え方の把握を眼科医や特別支援学校（視覚障害）と継続的

に連携し行うこととし，これらを踏まえ，通級による指導を終了し，通常の学級の学びに

変更することが適当であると総合的に判断した。そして，本人・保護者，教育委員会及び

学校との合意形成を図った。 

 

（３）特別支援学級から通常の学級における指導と通級による指導を組み合わせた学

びの場への変更 

（事例３）自閉症の例 

 自閉症のある小学２年生の児童Ｃは，幼児の頃からスケジュールに対するこだわりが

ある。周囲からすればちょっとしたことでも，自分が思っているような順序で物事が進ま

ないと，かんしゃくを起こしてしまう姿が頻繁に見られた。また，就学に関する事前の相

談・支援の活動である体験入学では，通常の学級のように，大勢の児童がいる環境の中に

入ると，本人の不安感が増大するようで，スケジュールに対するこだわりが一層強くなる

様子が見られた。こうした姿は，児童Ｃが通っている児童発達支援施設でも同様に見られ

た。こうした児童Ｃの状況，また，知的障害を併せ有していないことから，児童Ｃは小学

校入学以来，自閉症・情緒障害特別支援学級で指導を受けてきた。なお，就学先決定の際，

就学後の学びの場については，児童Ｃの障害の状態等の変化や学習状況などを踏まえ，定

期的に確認や検討を行うことを，保護者，教育委員会，学校の間で合意した。 

学級担任は，児童Ｃが個別に用いるスケジュールカードを作成し，学習が切り替わるご

とに，次のスケジュールを一緒に確認するようにした。入学直後，児童Ｃは，今日は国語

の勉強はやりたくない，体育はボールゲームでないとやりたくないと言ってカードを破

り捨て，かんしゃくを起こしていた。しかし，学級担任は，「国語の後は，（児童Ｃの好き

な）算数だよ」「ボールゲームは来月にやるよ」と穏やかに対応し続けた。こうした粘り

強い指導が成果を挙げはじめ，児童Ｃは自分のスケジュールに対するこだわりと，他者か

ら提示されるスケジュールとの間の折り合いを，徐々につけられるようになってきた。 

また，児童Ｃは算数が得意であったため，２年生になってからは，通常の学級で算数の

授業を受けることになった。30 人ほどいる児童の中で落ち着いて授業を受けられるよう

にするために，通常の学級の担任は，本時の学習の流れをカードにして黒板に貼り，児童

Ｃが学習の流れを見通せるようにした。また，学級担任は，通常の学級の担任と児童Ｃの

学習支援を行う特別支援教育支援員と連携し，児童Ｃに過度なストレスがかかっていな

いか確認を続けた。これらの対応を続けながら，算数以外に生活や音楽などの学習におい

ても，児童Ｃが通常の学級の集団の中で十分に学べるようにしてきた。 
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こうした児童Ｃの姿の変化を受け，校内委員会では，これまでの指導の成果を確認し，

今後の対応について検討することにした。児童Ｃのスケジュールに対するこだわりは消

失した訳ではなく，日常的な些細な場面などで，自分の思うとおりにならないとイライラ

してしまう様子が取り上げられ，引き続き，情緒の安定に関わる自立活動の指導が必要で

あることを確認した。一方，教科等の学習そのものについては，通常の学級においても十

分学べることを確認した。学級担任からは，保護者面談の場において，そろそろ児童Ｃの

主たる学びの場を通常の学級に移したいという保護者からの意向を確認したことが報告

された。 

これらのことから，校長は，３年生に進級する際に，児童Ｃを通常の学級に学びの場を

変更し，通級による指導を受けられるようにすることを考え，設置者である教育委員会に

相談を行った。教育委員会は専門的な職員を同校に派遣し，児童Ｃが通常の学級で学ぶ様

子を参観したり，学級担任等から児童Ｃへの指導の成果や通級による指導が必要である

と考える理由を聞き取ったりした。 

こうした経過を経て，教育委員会は，校長の申出を踏まえ，３年生に進級する際に，児

童Ｃが通常の学級に籍を置きながら，通級による指導を受けられるようにすることが適

当であるということを総合的に判断した。教育委員会は，児童Ｃ及び保護者の意向を聞き

取りつつ，学びの場の変更についての合意形成を図った。 

 

（４）小学校（特別支援学級）から特別支援学校への進学 

（事例４）脳性まひ（アテトーゼ型）の例 

 肢体不自由のある小学６年生の児童Ｄは，脳性まひ（アテトーゼ型）で過度な筋緊張が

入りやすいため，移動や筆記，発音に困難さが見られる。そのため，歩行器や補助具を使

用しながら，ゆっくりと時間をかけて移動や学習に取り組むことが必要であることから，

特別支援学級に在籍し学んでいた。なお，就学後の学びの場については，障害の状態等の

変化や児童Ｄの学習状況などを踏まえ，定期的に確認や検討を行うことも合意した。 

児童Ｄは，５学年の夏ごろから，側わんが進行し，歩行においてバランスをくずして転

倒したり，移動等に時間がかかったりするようになってきた。そのため，保護者と主治

医，リハビリ担当者，担任とのケース会議を踏まえ，家庭と学校で，体幹装具，頭部保護

帽，電動車いすを６学年の３学期から使用することとなった。これら補装具等の活用につ

いては，特別支援学校（肢体不自由）のセンター的機能を活用し，自立活動の時間に学習

してきたが，特に，電動車いすの操作については，校舎の制約上バリアフリー化に限界が

あり限られた場所での指導にとどまり，利用できない特別教室があったり，指導体制上，

校外学習での活用に制限が生じたりなど，自立し社会参加するために必要な力を養うた

めの学習につながりにくい状況にある。生活の質を更に向上させたいと考えている児童

Ｄにとって，そういった制約がストレスとなっており，何事にも消極的な気持ちになって

いることを本人との個別の教育相談から把握した。また，保護者も，特別支援学級を卒業
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して特別支援学校（肢体不自由）中学部に入学した先輩の保護者との情報交換を通じて，

児童Ｄも特別支援学校でより専門的な学びを受けさせたいと考えていた。 

校内委員会において，児童Ｄの障害の状態は，補装具によっても歩行における基本的な

動作が困難な程度へと変化しており，多様な補装具を活用する必要性が生じていること

や，それに関連した校内のバリアフリーの状況，学校における組織的・継続的な教育活動

の現状について確認された。特に，児童Ｄのもてる力を最大限に伸ばすために，今後電動

車いすが主たる移動手段となり，また，排せつ等の生活に必要な基本動作も電動車いすの

座位姿勢から遂行できるような身体の動きを身に付ける必要性など，これまで以上に高

い専門性に基づいた個別指導が必要であるという支援の内容が整理された。 

以上のことから，教育委員会では，中学校への進学にあたり，児童Ｄの考えや保護者の

意向，必要な支援の内容や指導体制の面から総合的に検討し，教育の場を特別支援学校

（肢体不自由）中学部に進学することが適当であると判断した。そして，本人・保護者，

教育委員会及び学校との合意形成を図った。 

 

（５）特別支援学校から小学校（通常の学級）への転学 

（事例５）白血病の例 

白血病と診断され入院することとなった小学５年生の児童Ｅは，通常の学級に在籍し

ていたが，入院が長期にわたること，治療による体調の変化や心理面への対応等を考慮

し，病院内にある特別支援学校の分教室への転学を検討した。 

 本人と保護者からは，学習が遅れてしまうことや小学校の先生や友達と離れることに

対する不安の声が聞かれたが，事前に特別支援学校から本人や保護者に分教室での学習

の様子や小学校との連携について丁寧に説明したことにより，本人と保護者との合意形

成が図られ，転学の手続きを行った。 

 児童Ｅの治療状況や体調によって，ベッドサイド授業を行うこともあったが，体調が

徐々に安定するようになってからは，病院内の分教室に登校し継続して授業を受けるこ

とができた。教科等の指導では，特別支援学校が前籍校と連携し，学習進度や学校行事の

参加について確認をした。自立活動の指導では，自分で体調の管理を行うことができるこ

とを目的に，体調チェック表の付け方や服薬の管理方法，体調が悪くなったときの対処方

法等について学習した。 

 退院後は，前籍校である小学校に戻る予定であったが，体調面について本人や保護者か

ら不安の声が上がり，通常の学級だけではなく通級による指導，病弱・身体虚弱特別支援

学級を含めて幅広く学びの場について検討することとした。 

 医療関係者，前籍校教職員，特別支援学校教職員等で移行支援会議を行い，現在の状況

と予後，学習進度等について確認し，それぞれの学びの場における教育上の合理的配慮に

ついて検討した。 

 学習進度については，学習空白もなく主体的に学習に取り組んでいたこともあり，通常
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の学級で問題がなかった。また，特別支援学校での自立活動の指導により，体調管理に関

する必要な知識や技能等は習得できていた。しかし，時期によっては自宅療養が続く可能

性や運動制限が必要になることもあるため，教育機会の保障や学習内容の調整等に関し

ては配慮を要することが分かった。 

 そこで，小学校における教育上必要な合理的配慮として，自宅療養が続く場合は，同時

双方向型の遠隔授業により自宅でも授業を受けることができるよう，通信環境を整える

こととした。体育や学校行事については，事前に体調を確認し医師の助言を得ながら身体

に負担がない範囲で参加できる内容に調整することとした。体調管理や心理面への配慮

については，養護教諭と相談し，休憩する場の確保や学校での感染予防対策について校内

体制を整えることとした。また，小学校の全教職員に病気についての理解を得るために，

特別支援学校のセンター的機能を活用し，退院前に教職員研修会を実施することとした。 

 以上のことから，児童Ｅは小学校の通常の学級において教育上必要な合理的配慮の下

医療や特別支援学校と継続的に連携し，校内体制を整えることにより児童Ｅに即した学

習活動が可能であることが確認されたので，前籍校である小学校の通常の学級に転学す

ることが適当であると総合的に判断した。そして，本人・保護者，教育委員会及び学校と

の合意形成を図った。 

 

（６）小学校（通常の学級）から特別支援学校への転学 

（事例６）進行性の先天性筋疾患の例 

 肢体不自由のある小学３年生の児童Ｆは，進行性の先天性筋疾患を発症している。就学

時においては，歩行や同一姿勢の保持に対する時間の調整や休息時間の確保等の配慮の

必要はあったが，その他の事項は年齢相当の発達の段階であり，学習意欲がとても高い状

態であることから通常の学級で学ぶこととなった。なお，就学先決定の際，就学後の学び

の場については，障害の状態等の変化や児童Ｆの学習状況などを踏まえ，定期的に確認や

検討を行うことも合意していた。 

児童Ｆは，１年生の時から学習意欲が高く，何事にも積極的に取り組んでいたが，３学

年に進級した頃から，平たんな場所でも転びやすくなったり，筆記や身の回りの準備等に

時間がかかったりするなど，筋力低下による運動機能面での著しい状態の変化がみられ

るようになってきた。そのため，保護者との教育相談や，主治医等とのケース会議を行

い，医療型福祉入所施設に隣接する特別支援学校への転学など，今後の対応について確認

した。 

校内委員会においては，児童Ｆの障害の状態の著しい変化について，医師の判断では今

後短期間で起床から就寝に至るまで医学的視点からの観察が必要で，日常生活の一つ一

つの運動・動作について指導やリハビリテーションを受けることが必要な状態になって

いくとの見解や，保護者は医療と連携した教育が十分提供できる特別支援学校への転学

を希望していることについて確認した。その上で，３年生の残りの期間は，特別支援学校
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のセンター的機能を活用しながら，自己理解を含めた心のケアのほか，学習内容の変更・

調整やＩＣＴ等の代替手段の活用などに努めていくことを検討・整理した。 

このため，教育委員会では，小学校４年生への進級に当たり，本人の障害の状態等の著

しい変化，保護者の特別支援学校への転学への意向，医療機関で必要なリハビリテーショ

ンの増加，医学的観察指導の必要性が極めて高くなっていくことなどから，学びの場を特

別支援学校（準ずる教育課程に変更）にすることが適当であると判断した。そして，本人・

保護者，教育委員会及び学校との合意形成を図った。 

 

第５章 適切な支援を行うにあたって期待されるネットワークの構築 

障害のある子供の教育的ニーズや，その保護者の願いなどに対して適切な相談・支援を行

っていくためには，多分野・多職種によるライフステージを見通した総合的な評価と多様な

支援が一体的かつ継続的に用意されていなければならない。 

そのため，単独の機関による取組では限界があるため，地域に多分野・多職種による支援

ネットワークを構築し，ネットワークにより障害のある子供やその保護者を支援していく

ことが必要である。 

現在，障害のある子供やその保護者への支援に関しては，大きく「教育委員会を中心とし

た教育分野のネットワーク」と「地域自立支援協議会を中心とした保健医療福祉分野のネッ

トワーク」がある。 

 

１ 教育分野におけるネットワーク 

（１）都道府県におけるネットワークの構築（広域特別支援連携協議会の設置） 

都道府県においては，障害のある子供やその保護者への相談・支援に関わる医療，

保健，福祉，教育，労働等の関係部局・機関間の連携協力を円滑にするためのネッ

トワークとして，「広域特別支援連携協議会」を設置し，機能させることが重要で

ある。 

協議会の役割としては，例えば，次のようなことが考えられる。 

① 相談・支援のための施策についての情報の共有化 

② 相談・支援のための施策の連携調整や連携方策の検討 

③ 相談と支援のための全体計画（マスタープラン）の策定 

④ 関係機関が連携して乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫した支援 

を行うための計画である個別支援計画のモデルの策定のための計画 

⑤ 相談・支援に関わる情報の提供 

⑥ 支援地域の設定 

 

（２）市区町村におけるネットワークの構築（市区町村における特別支援連携協議会 

の設置） 
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市区町村においても，関係部局・機関間の連携協力を円滑にするためのネットワ

ークとして，「特別支援連携協議会」を設置することが必要である。 

協議会においては，医療，保健，福祉，教育，労働等の関係部局や，特別支援学

校，福祉事務所，保健所，医療機関，公共職業安定所などの関係機関等の参画が考

えられ，より地域に密着した体制を整えることが大切である。 

協議会の役割は，広域特別支援連携協議会とほぼ同様と考えられるが，障害のあ

る子供やその保護者にとって，地域に密着した具体的な方策の検討などが求めら

れる。 

特別支援連携協議会を設置する地域の規模は，相談・支援に関わる関係機関の設

置状況や機能，役割等を考慮して，都道府県や支援地域の実情等に応じて，教育事

務所や障害保健福祉圏域，指定都市，中核市等の単位での設定が考えられる。 

基本的には，幾つかの市区町村にまたがった一定規模の地域として支援地域の

設定が想定されるが，市区町村における関係部局・機関は，障害のある子供やその

保護者にとって最も身近な相談・支援の窓口であることから，市区町村が単独で，

ほぼ支援地域と同様に取り組むことも考えられる。 

なお，幾つかの市区町村にまたがった一定規模の地域として支援地域を設定す

る場合には，市区町村が連携協力を円滑に行い，ネットワークを構築していくこと

も重要である。 

 

（３）ネットワーク構築の充実 

広域特別支援連携協議会は，支援地域及び市区町村における円滑な連携を支え

るものとして，特別支援連携協議会は，市区町村における円滑な連携を推進し支え

るものとして，それぞれの設置を促進していくことにより，都道府県及び域内の各

地域でネットワークが網羅されることが重要である。 

こうした特別支援連携協議会の設置に当たっては，構成する部局をどうするか

など，各地域の実情に応じて検討を進めることとなるが，ネットワークを構築する

上で，中核となって関係部局間の連携・調整役としてのコーディネーター的な役割

を担う担当者を位置付けることも重要と考えられる。 

なお，特別支援学校においては，今後一層，地域における特別支援教育のセンタ

ー的機能を発揮することが求められており，地域の各学校の特別支援教育コーデ

ィネーターを連携調整役としながら，必要な役割を担うことが期待される。 

また，特別支援連携協議会が，障害のある子供の教育的ニーズや，保護者の様々

なニーズに応じた適切な相談や支援を行うため，保護者の参画を推進することも

重要である。 

 

２ 保健医療福祉分野におけるネットワーク 
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（１）市区町村協議会 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合

支援法）」において，市区町村は，相談支援事業をはじめとする地域における障害

者等への支援体制の整備に関し，中核的な役割を果たす定期的な協議の場として，

関係機関等により構成される協議会を置くように努めなければならないこととさ

れている。 

構成メンバーとして想定されているのは，相談支援事業者，障害福祉サービス事

業者，保健所，保健・医療関係者，教育・雇用関係機関，企業，不動産関係者，障

害者関係団体，障害者等及びその家族，学識経験者，民生委員，地域住民等であり，

設置方法としては単独市区町村又は複数市区町村による設置，直営又は民間団体

への運営の委託等，地域の実情に応じて効果的な方法により設置することができ

ることとされている。 

協議会の主な機能は次のとおりである。 

① 地域における障害者等への支援体制に関する課題の共有 

② 地域における相談支援体制の整備状況や課題，ニーズ等の把握 

③ 地域における関係機関の連携強化，社会資源の開発・改善等に向けた協議 

④ 地域における相談支援従事者の質の向上を図るための取組 

⑤ 個別事例への支援の在り方に関する協議，調整 

⑥ 地域における課題等について都道府県協議会への必要に応じた報告 

⑦ 市区町村から障害者相談支援事業の委託を受ける事業者が作成する事業 

運営等の評価 

⑧ 基幹相談支援センターの設置方法や専門的職員の配置に関する協議，事 

業実績の検証 

⑨ 障害者虐待の未然の防止，早期発見・早期対応に向けた体制構築に関する 

協議 

⑩ 市区町村障害福祉計画の進捗状況の把握や必要に応じた助言 

⑪ 専門部会等の設置，運営等 

 

（２）都道府県協議会 

障害者総合支援法において，都道府県は，都道府県全域の障害者等への支援体制

の整備に向け，主導的役割を担う協議の場として，市区町村と同様に協議会を置く

ように努めなければならないこととされている。 

構成メンバーとして想定されているのは，一部を除き市区町村協議会と同様で

あり，設置方法としては直営又は民間団体への運営の委託等，地域の実情に応じて

効果的な方法により設置することができることとされている。 

協議会の主な機能は次のとおりである。 
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① 都道府県内における障害者等への支援体制に関する課題の共有 

② 都道府県内における相談支援体制の整備状況や課題，ニーズ等の把握（市 

区町村協議会ごとの課題，ニーズ等を含む。） 

③ 都道府県内における関係機関の連携強化，社会資源の開発・改善等に向け 

た協議 

④ 相談支援従事者の人材確保・養成方法（研修の在り方を含む。） 

⑤ 管内市区町村が実施する基幹相談支援センター等機能強化事業の評価・ 

助言 

⑥ 都道府県相談支援体制整備事業によって配置するアドバイザーの職種や 

人員等に関する協議 

⑦ 障害者虐待の未然防止，早期発見・早期対応に向けた体制構築に関する協 

議 

⑧ 都道府県障害福祉計画の進捗状況の把握や必要に応じた助言 

⑨ 専門部会等の設置，運営等 

 

３ 組織体制や連携の工夫 

このように，教育分野と福祉分野のそれぞれに地域におけるネットワークを構築す

ることが求められている。地域によっては，どちらかの分野が先行してネットワークを

構築している場合や，教育と福祉のネットワークがそれぞれあるが，対象エリアが市区

町村と圏域などと異なっている場合などもあると考えられる。 

それぞれが教育と福祉，その他関係分野が連携して支援体制を構築することを目的

としており，構成メンバーや協議事項も重複することが予想されるので，今後，地域の

実情に応じて，組織体制を一本化したり，連携の在り方をルール化したりするなどの工

夫が必要である。 

 

４ ネットワークを活用した教育相談担当者，就学事務担当者等の資質向上 

市区町村教育委員会においては，地域の実態等に応じて医療，福祉，保健，労働等の

関係部局と連携しながら，教育，医療，福祉，保健，労働等が一体となって障害のある

子供及びその保護者に対して相談や支援を行う体制を整備するとともに，教育委員会

や学校，医療機関，児童相談所，保健所等の関係者で構成する特別の相談支援チームの

ような組織を作り，健康診査や育児相談等の場において教育相談を同時に開催するな

どにより，教育・発達相談の機会の充実を図ることが必要である。 

また，教育相談体制の充実を図るため，特別支援教育について豊かな経験と知識を有

する退職教職員で保護者に寄り添えるような人材を教育相談担当者として活用したり，

教育相談担当者の研修を充実したりするとともに，心理学，医学等関係分野の専門家の

助言や支援を受けるなどの取組に努めることが望ましい。さらに，障害のある幼児が入
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学・就園している認定こども園・幼稚園・保育所等に，教育相談担当者を定期的に派遣

する巡回教育相談を行ったり，認定こども園・幼稚園・保育所等の職員と就学担当者合

同の職員研修会を開催したりするなど，関係する機関の職員間の交流を行うことが重

要である。 

さらに，都道府県教育委員会においては，特別支援学校の特別支援教育コーディネー

ター，特別支援教育センター及び教育事務所等の特別支援教育担当の指導主事等が，市

区町村の教育相談担当者に対して定期的に巡回相談を行ったり，都道府県内の教育相

談に関する指導者に対する研修を行ったりするなど，早期からの教育相談体制の充実

のため，市区町村教育委員会への支援に努める必要がある。 

なお，教育支援委員会の委員についても，単に就学期のみでなく，それ以前の早期か

らの教育相談等を通じ，保護者に寄り添える人選が行われることが重要である。それが，

市区町村教育委員会が保護者の信頼を得ることにつながる。また，必要に応じ，委員の

資質向上のための研修会を行うことなども考えられる。 

 

第６章 就学に関わる関係者に求められるもの 

～相談担当者の心構えと求められる専門性～ 

障害のある子供の教育に当たっては，その障害の状態等に応じて，可能性を最大限に発揮

させ，将来の自立や社会参加のために必要な力を培うという視点に立って，子供一人一人の

教育的ニーズに応じた指導を行うことが必要である。このため，就学先となる学校や学びの

場の決定に当たっては，早期からの相談を行い，子供の可能性を最も伸長する教育が行われ

ることを前提に，モデルプロセスにおける就学先の検討に先だった保護者からの意見聴取

と意向確認のための就学相談を実施した上で，子供一人一人の教育的ニーズと必要な支援

の内容を整理し，教育支援委員会等による専門家の意見聴取を踏まえ，総合的な判断をする

ことが重要である。 

障害のある子供の就学先の決定に至るまでには，教育委員会担当者，教育や保育の担当者，

保健・福祉の担当者，医療担当者等，多くの関係者が関わることとなり，かつ，これらの関

係者が相互に密接な連携を図ることが必要となる。仮に，関係者が連携をしていなかったり，

関係機関の存在と機能（支援する具体的内容）が保護者に周知されていなかったり，関係機

関や担当者により考え方や対応が異なっていたりすると，保護者がどこに相談に行けばよ

いのか分からなくなったり，子供一人一人の教育的ニーズについての誤解，保護者が知って

おくべき情報の偏りや漏れ，繰り返し異なる機関に出向くことへの負担感など，様々な問題

が生じる要因となる。 

就学先となる学校や学びの場の検討に関わる関係者の対応如何によっては，子供一人一

人の教育的ニーズに応じた適切な教育や必要な支援を十分に享受することができず，結果

として，子供の学習する権利を奪うことになりかねない。 

よって，就学先決定までのプロセスに関わる者は，障害のある子供が自己の可能性を伸ば
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し，自立し社会参加するための基盤となる「生きる力」を培うための大切なスタートを担っ

ているという自覚を強くもつことが必要である。 

そこで，市区町村教育委員会においては，都道府県教育委員会等と連携して，担当者の資

質向上のための研修機会を充実するなどの取組が期待される。 

 

１ 保護者支援におけるカウンセリングマインドの発揮 

我が子に障害があると判断され，そのことが初めて伝えられたとき，多くの保護者が

動揺を見せる。また，医学・生理学的検査で短期的に診断が確定する障害と，継続的な

心理学的検査で一定の期間をおいて診断（判断）される障害と，ある程度成長した後に

顕在化する障害とでは，保護者の障害の理解へのプロセスが異なることが予想される。 

保護者によっては，障害の理解や受容にかなりの時間を要する場合もあり，いずれに

せよ，保護者一人一人の心理状態をよく理解した上で，長期的できめ細やかな対応が望

まれる。 

したがって，教育相談担当者は，このような保護者の心情や，子供の現在までの治療・

療育歴，育児等の経過について傾聴するとともに，共感的理解に努め，保護者との信頼

関係を築きながら，温かい人間関係の中で相談に当たることが大切である。 

保護者がその心の葛藤を克服し，解決への努力を続け，やがて子供の障害を理解して

いくには，相談者が果たす援助者としての役割は非常に重要である。また，保護者が，

「これまでの養育が悪かったと，自分が責められるのではないか」等の不安を感じつつ，

相談に臨んでくるような場合もある。 

よって，教育相談においては，障害の有無や原因を見つけるのではなく，保護者の抱

えている悩みを受け止めるという姿勢が必要である。そのためには，子供の障害やでき

ないこと，問題となる行動にばかり目を向けるのではなく，子供ができるようになった

こと，得意なことや好きなことを見つけたり，保護者がうまく関わっている点などを評

価したりするなどして，保護者の不安を和らげることに配慮することが大切である。 

また，教育相談は，その後の適切な教育・支援のための方向性を話し合うことが目的

であり，子供の可能性を最大限伸長させるための教育的対応の在り方や家庭での支援

について，地域や学校における基礎的環境整備の状況や提供可能な合理的配慮の内容

を踏まえ，保護者とともに合意形成を図っていくことが求められる。 

保護者には，早期から養育や教育について様々な機関において相談し，助言を得なが

らも，なお悩みや不安を解決できない場合がある。そのような保護者の悩みや不安に応

えるためには，教育，医療，福祉，保健等の専門家や専門機関による適切な教育相談の

体制を整える必要がある。このため，教育委員会においては特別支援連携協議会等を有

効に活用し，専門家チーム等による教育相談体制を整備するとともに，特別支援学校の

センター的機能及び小中学校等の特別支援学級等における教育相談機能の充実を図る

ことが必要である。また，必要に応じ，児童相談所，障害児通所支援事業所等の関連機
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関との連携・協力を図っていくことも重要である。 

 

２ 実態の的確な把握（アセスメント）のための連携 

障害のある子供一人一人の教育的ニーズや必要な支援の内容を，複数の担当者で検

討したり，実態の的確な把握（アセスメント）や個別の教育支援計画等を作成するため

に専門家等の活用を図ったりするなど，具体的な対応を組織的に進めることが大切で

ある。なお，専門家等を活用した実態把握に当たっては，担当者の日々の観察・指導記

録等が重要な資料となるので，日常生活や学習の様子，エピソード，子供の作品等など

をまとめておくことが重要である。このような資料が，専門家の実態把握をより正確に

し，適切な指導及び必要な支援を検討する際に有効となる。その際，留意すべきことは，

学校教育における適切な指導及び必要な支援は教師が責任をもって計画し実施するも

のであり，外部の専門家の指導に委ねてしまうことのないようにすることである。つま

り，外部の専門家の助言や知見などを指導に生かすことが教師の専門性であり，大切な

ことである。 

 

 ３ 関係者に求められること 

  （１）乳児期・幼児期の保育等担当者に求められること 

     障害のある子供を担当している認定こども園・幼稚園・保育所等の担当者は，子

供と接する時間が長く，学習面や行動面における特別な教育的支援が必要なこと

に早期に気付くことが可能である。他方，障害のある子供にとって，集団の中での

子供同士の関わりにより成長・発達が促されたり，保護者自身も他の保護者との関

係を築いたりする中で相互理解が深まったりするなど，認定こども園・幼稚園・保

育所等の意義は大きい。そこで，個別の教育支援計画等の作成を通して，実態の的

確な把握（アセスメント）や必要な支援の内容を複数の担当者で検討したり，より

よい個別の教育支援計画等を作るために専門家等の活用を図ったりするなどして，

具体的な対応を組織的に進めることが大切である。なお，子供の実態の的確な把握

については，保護者との信頼関係作りの取組を通じて，家庭での気付きも大切にし

ながら情報を保護者と共有し，特別な支援を必要とすることについて，保護者の理

解を得ることが大切である。 

 

  （２） 関係機関の相談担当者に求められること 

     いわゆる教育センター等の関係機関の相談担当者は，子供が必要とする支援の

内容と方法を明らかにするために，保護者や担任等，子供の支援を実施する者から

の相談を継続的に受けるとともに，活動場面の観察や検査等を行って，子供の状態

を的確に把握する役割を担う。 

保護者に対しては，障害の状態等の説明だけではなく，以前と比較して成長した
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ところや改善されたところを伝えることが重要である。また，家庭で実行できるよ

うな配慮事項を具体的に伝え，保護者が子供の状態を正しく理解し，子育てに意欲

的に取り組むことができるように助言することが大切である。この際，相談担当者

には，観察や検査から得られる実態把握だけではなく，子供の家庭環境，居住地域

の環境，就学するかもしれない学校の規模や教育内容等，総合的な情報を加味した

助言を行うことが求められている。 

相談担当者は，障害がある子供の保護者にとって，教育だけでなく，むしろ幅広

く「子育て」という視点で，我が子の指導や支援についてのアドバイスを与えてく

れる存在でもあり，そのため，相談担当者自身が，日頃から学校や教育委員会と連

携し，最新の情報を把握しておくことが大切である。 

 

  （３）医療・福祉・保健担当者（保健師等）に求められること 

保健所，福祉事務所，児童相談所，児童福祉施設，発達障害者支援センター等の

担当者も障害のある子供についての相談に応じることになるが，相談がその先の

教育支援につながるよう関係機関との連携を図ることが喫緊の課題である。市区

町村に設置されている特別支援連携協議会等を有効に活用し，障害のある子供の

情報を共有し，地域で子供を支えていくという体制作りをすることが大切である。 

 

  （４）学校関係者に求められること 

     小中学校等及び特別支援学校についても，就学前からの支援を受け継ぐ機関と

して，障害のある子供への教育支援に対し，幅広く関与していく姿勢が求められる。

また，障害のある子供への義務教育の実施を担当する責任はもちろん，就学後にお

ける障害の状態等の変化に対しても，各学校の関係者が主体的に子供の教育的ニ

ーズの変化の把握等のフォローを行っていく必要がある。 

これらの前提として，全ての教員は，特別支援教育に関する一定の知識・技能を

有していることが求められる。特に，発達障害に関する一定の知識・技能は，多く

の小中学校等の通常の学級に発達障害の可能性のある子供の多くが在籍している

ことから，必須である。 

また，特別支援学校については，小中学校等の教員への支援機能，特別支援教育

に関する相談・情報提供機能，障害のある子供への指導・支援機能，関係機関等と

の連絡・調整機能，小中学校等の教員に対する研修協力機能，障害のある子供への

施設設備等の提供機能といったセンター的機能を有しており，その一層の充実を

図るとともに，更なる専門性の向上に取り組む必要がある。 

 


